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イングランド北東部解散修道院の土地処分

中 野  忠

筆者は，石炭産業を中心とする諸工業の立地としてィギリス国民経済の重要な一画を担いながら, 

研究史上殆ど顧みられることのなかったイングランド北東部2州，ダラム•'ノ一サンバランドの 

「近代化」の過程を跡づけてみたい。 本稿ではそのための仮の出発点として修道院解散をとりあげ 

る。従って本稿は，修道院解散に関する1 ケーススタデイを目指すと同時に，近世初頭のこの地方 

の歴史的状況をスケッチすることをも意図し*t いる。

1536年に始まるヘンリ一8 世の修道院解散は，イギリス近代史に多面的影響を及ぼす事件だった。

それはローマとの関係を断ったイギリスの「宗教改革』の一環をなすものであったことは勿論，解

散によってもたらされた莫大な財産の管理が財務行政上の変革を不可欠にしたという意味で，行政

改革をも伴うものであった。が，なかでも興味深いのは没収財産（土地）の処分，その社会的帰結で

あろう。経済史家がとりわけ注目してきたのもこの点だった。前世紀末, 'Gasquet枢機卿は次のよう

に述べている。 「解散の後には文字通りの争奪戦が続いた。 多くの者が交換または高価格での転売

のみを目的として譲与を得た。■.•ニヘンリーの政策の支持者は，自分や自分の家族のため，自身ま

たはクロムウェルの影響を通じて大きな分け前を得た。……ある者は（地代の20倍の標準より）遙か

に低い率でこれを獲得した。……王は没収•売却されたものの実際の価格を受取ることは決してな

かった… … （こうした琪態から）利益を受けたのは"新人 new men1，だった。彼らは修道院の廃屋の上

に勢力と地位を築き，法の名のもとに略奪された富の上に家族の財産の基礎をおいた4 .…“廷臣の

間で修道院領を分割するという政策の結果は現実には土地独占を惹起し……新しい被譲与者は古い

惯習に煩わされることがなかったから，地代は何処でもつり上げられた j しかし，精級ではあ
一     . ( 2 )
注（1) この点に関しては既に笛岡次郎rイギリス農段一探の研究j 削文社，昭和4 0 ^ ,第四章，1〜3節に詳しく論じられて 

いるので，これを参照されたい• 最近の研究ではBatho, G.，‘Landlords in England, Crown/ Thirek, J . (叫•）The Agr­
arian History of England and Wales, v o l . IV ,1500-1640. Cambridge, 1967 (以下 Ag. Hist. E .W .と略）pp. 260-5.

(2 )  Gasquet, F.A., Henry V III and the English Monasteriea, 4th ed„ 1889, 7th ed„ 1920, pp. 397-401, 467, 471.
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るが,やや偏見に満ちたGasquetのこの研究に代表される古典的見解を，今日そのままの形で支持 

する者は誰もいないだろう。半世紀以上経た現在; このテーマに関する研究は地方史の領城でとり 

上げら汝遙かにゾフィスティケ了 トされ，旧説は様々な角度からの挑戦を受けることになったぃこ 

れら新しい研究の出発点とも頂点ともなったのは，デヴォンシャについて，譲与明細書 !)artic\ilar 

for g ran tを基礎資料と.して論じた You ingsO  ” 連の研究，及ぴこれに触発されて展開された 

Habakkukの鋭利な旧説批判論文であ勹た6

近年の研究が強調する点は, 次の4 点に要約しうる。第一に，処分の条件に関するもので，王室の 

無償の下賜や馬鹿げた安値での売却は旧説が主張してきたほど多くはなぐ，この種の譲与が行なわ 

れた場合も，王室の放漫な処分の証左どいうよりむしろ，政治的貢献という点での:価値を抜け目なく 

顧慮した「政治的投資」と見なさるべき例である。はじめ, 売却は大概，年価値の20倍，20years，

i f  (3)Councer, C.R., 'The Dissolution of the Kentish Monasteries; Archaeologia Cantiana, vo l.47,1935, pp. 12&-43., 
Hay, D., 'The Dissolution of the Monasteries in the Discese of Durham/ Archaeologia Aeliana, 4th ser„ v o l.15, 
1938, pp. 69-113.(但し，このニ論文は，没収財産の処分については简ijiに触れているのみ）Rowse, A.L .，Tudor Corn- 
wall; Portrait of a Society, London, 1941,5th ed., 1949, chap. IX, XII, Hodgett, G.A.J., ‘The Dissolution of the 

i Religious Houses in Lincolnshire and Changing Structure of Society/ Lincolnshire Architecural and Archaeologi- 
calSociety, Reports and Papers, new ser., vo l.4, p t . 1,(筆者未見。富岡，前掲害，及び小松芳商,rイギリス農業本命 

の研免』岩波書店，昭和36^, 310-13寅によって大要を知りうるJ  Youiiigs, J.A., *The Disjwsal of Monastic Property 

m Land in the County of Devon, with special reference to the period 1536-58/ Bulletin of the Institute of Hi­
storical Research, vo l.24,(1951) , (以下 '‘Disposal’：と略) ，pjj. 198-202., ditto. 'The Terms of the'Disposal of the 

Devon Monastic Lands, 1536-58/ Eng. Hist. Rev., vo l.69 (1954), pp. 18-38. (以下 ‘T白rms，と略) ， ditto (ed.)； De- 
von Monastic Lands; Calender of Particulars for Grants, Devon and Cornwall Record &>ciety, new ser.f v o l .1, 
To咋Uay, 1955.(以 下 Particularと略) ( 以上の Youingsの研究は，富岡，小松両教授め前掲書のほか，今阒恒夫厂解 

散修道院の土地処分一一特ヒデヴォンンャの場合一一j 三田学会雑諸59巻 2号, に詳細に紹介されてV 'る）Haigh, C., The 

Last Days of the Lancashire Monasteries and the Pilgrimage of Grace, Remains Histoi-ical and Literary connected 

with the Palatine Counties of Lancaster and Chester vo l.17, 3rd. eer., Manchester: printed for the Chetham So- 
ciety, 1969, esp. chap. X, Smith, R.B., Land and Politics in the England of Henry V III; The W^st Riding of 

Yorkshire； 1530-46, Oxford, 1970, esp. chap. V I. この他に筆者は参照し走なかった妹 Hampshire，Yorkshire, Leice­
stershire, La.ncashire の修道院解散に関する博士論文がもるといわれる。ま:fc修造院め土地処分に密按に関わるものとし 

て，いわゆる「ジェンドリ一論争j 以後，.あらわれうつもるジェントリ一にづいてcb Finch, Simpson； Cliffe, MAnning 

らめ地: ^ 研究も検討せねばならないだちうが，問題が膨大となるので別め機_ に譲りたい。全国的レベルでの研究とし 

では，Lihegren, S.B., The Fall of Monasteries and the Social Change in England, Lunds Universiteta Arsskrift, 
1似4 .が，现在でも尚，土地処分の結桌のみを扱った唯一のモ ノ グ_ ラセ:もるが，今日の水?からみて必ずしも正確な妍 

究とはいい難い。.只五 Tawney も’The Agrarian Problems in the Sixteenth Century, London, 1912. pp. 381-4.では，

. Ga叫uetの見解に概ね従っている。 新しV、地方史研究を踏まえたものとしては， Habakkuk, H.J., /The Market for 
Monastic Property, 1539-1603，, Eco. 2nd s^r‘，vol.11,no. 3,(1958)，pp, 362-80., Knowles, D., The Reli-
gipus Orders in England, vol. ffi. The Tudor Age, Cambridge, 1959, esp, chap. XXXII, Woodward.G.W.O., The 

Dissolution of the Monasteries, London, 1966, esp, chap. 9., Youings, J.A., ^Landlords in England, Church, - Ag. Hi- 
st_ E .W .(以下 Church .と略）pp. 306*56.特定の個人に関するケースス汐ディと.して' Slavln, A  .J., Politics _and Profit: 
Study of Sir Ralph Sadler, 1507-1547, London, 1966, chap. 9.

， その他の研究についてはKntwles,'YoUingrら:の文献目録や注を参看されたい_ '
( 4 ) 以下の叙述に際しては小松教授の前掲書に教えられるところが多かづた。教授の著書以降公けにされた研究も,教授 

が 「新見解」と呼ばれる見方を支持するものが優勢のように思われる。 ハ V ,

( 5 ) 但し，Gの点は既に Savine によって主張されている。.Sav}ii6,'A‘/Th6_Engli3h Monasteries on the ov6 of the 
,Disolution. (Oxford Stwiies in  Social mid Legal History, vo l.1.)1909, p. 70.

< 6 ) Youings •Terms*, p p .18, 29-30, 38 et passim., ditto., 'Disposal/ p. 200. ：■

■-------  3 3  (,397) ~ ~ ~ 1
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purchase,の標準価格で行われたし，—般物価上昇期の16世紀全般にわたって, years purchaseによ 

る調整を通じて20 years’ purchaseに実質的に等しい価格(地価の壞準) は維持された，少なぐともそ

の努力が払われた，という点である。第二に , これと関連して，投 機 （人）の活動を過大視するとと
( 7 )

の訂正。単に投機的転売の事例が多くないということだけでなく，Habakkukは，従来投機人と考
(8 )

えられていた者の何人かを現実め購入希望者の代理人とみることによって，この主張をさらに一歩

前進させた。第三に，被譲与者の性格に関して。修道院に代って登場してきた世俗の新地主が，旧地 
(9 ) 一

主たネ修道院とは全く異なる新しい型の地主だったとするのは事実に反する。地主としての修道院

の記録は，同時期の世俗地主のそれと較べてよくも惡ぐもなかった。インプレ一シヨンの庄力は地

主に地代つり上げや土地経営の改善を迫ったとはいえ，旧修道院領での地代昇の方が，旧来から

の世俗地主の土地でのそれより大きかったとはいえない。テナントに対する地主の態度には何ら急

激な変化はなかった。第四に， この事実と表裏をなして， 「新人」の抬頭は考えられてきたほど多 
(10) 一

くはなかった，という事実の指摘である。 ヨーマン，ましてや商人が修道院の土地を得て地主に転

注（7 ) Habakkuk. op. cit. passim.彼の指摘は， years purchesの増如を需喪の増加や購入者としての商人の登場によって 

説明しようとしたYouings説 （‘Terms，p. 3 1 )を修正するものだった„ 但しエリザベス朝末期の王姐地売却では，明 

らかに王室はyears purchaseによる調整ができなかったことを示す次の研究がある。Outhwaite, R.B., ‘The Price of 
Crown Lands at the Turn of the Sixteenth Century,' Eco. Hist. Rev., 2nd ser., vo l.17, no. 3.(1965), pp. 229-40. 

尚, 富岡教授は前掲書330-302頁で，. Habalckuk •に’ 成 威 が ら ，，……修道院領を年価値の20倍以上に高く売却する 

ことを妨げていたのは……直封騎去奉仕という条件であった• （この却こついても当のHabakkukが批判している，cf. 
op. cit.— 中野) ……その条件の緩和は人々の購貿意欲を高めたとともに，その売却価格の引上げを可能にした。」として， 

years purchase引上げを示す表を引)Bし,ておられる„. しかし私的土场売细が通常，純改皮地代の20倍■で行われていた時肌 

何故，修道院領を中心とする王領地のみがこれを遙かに上回る倍率で行われたのだろうか。この点の説明こそHabakkuk 

論文の立論の迤礎となっているものであるから，やや脇道にそれるが，筆者なりに驳約紹介しておこう。

154啤代の王領地売却価格(P )は，原理的には次の如き準純な方法で味定された。 .

P = AX20 (A = 年fjllj値）  ̂ ■
修道院領は大概解散前に貨出されてI 、たが，解散時の荽員会が年価値( A )として評価しfcのはその地代にほぼ等しL、額 

だっ% , 20语•は一般土地市場での倍率にほぼ一致するものだったから, インフレ一 'ンョンの影響の少なI 、時期に決定され 

たP は，時価と比べて「不当に低くも高くもない」地価だったことになる《ところが物や一時金等の上昇が進巧するに 

つれて, A は次第にSi突の価値 i V ( = A + a )と乖離してくる。 この時点で王領地売却委員会が市場価格に近い売却価格 

( P 0 を決定する際に採った方法は, 年価値を新たに評価し直し決定する（P’ = (A + a )X 2 0 )のではなく， years purchase 
による調整（P k A ^ + X ) ) だった。つまり F = (A + a )2 0 = A (2 0 + X ) ... X = 支X20

即ち， years purchase O iM i ( X )とは，A と A，のひらき⑷を， P の決定の場合と同じ基準で評価した場合に相当す 

る年数を意味したのであるr  Habakkuk.の論述はもっと複雑であるが， いずれにせよこの点を無視.して years purchase 

の増大の琪実のみを指摘された锫岡教授の主張は,あたかもその増大が修道院の土地に対する需給関係の変化の反映であ 

るかの如き印象を与える. だ が Habakkukの批判の眼目の一つは,まさにとの点にもあったのである•
( 8 )  Youings. Particular, pp- xxii-iii, Knowles, op. cit. p. 398.
(9 )  Habakkuk, op. cit. pp. 377-80, Woodward, op. cit p. 132. しかし投機の招在を全く西定するものでないことは 

匆論である。例えばヨークシャの例として，Woodward, G_W.O” -A  Speculation in Monastic Lands/ Eng. Hist. Rev„ vol. 
71,(1964.) pp. 778-83, Smith, Op. cit pp- 235-42.

(10) Woodward, Dissolution of Monasteries, pp. 130-4.しかしこれは新説というよりSavineの主張の一*©の弥調とみ 

なすべきかもしれない。私 Gasquet修道院の土地がプロテス夂ント地主に渡ったととにも経済的惑弊の原因の一つを求 

めているが， 今日， この也も始ど符定されている。Rowse, op. cit. p. 222” Haigh, op, cit, p.l39.#Woodward., Dp. cit. 
p# 133；

34 (3浙 )

じていぐとい5 のは通例ではなかっ為。解散修道院領は農村の既存勢力,特にジェン卜リ一の中规 

麵領の拡大に資することによって，その.内部の力のバランスを変えるものであったにしても，解 

散則の土麵有の構造を大きく変えるものではなかっ^ > こうして修道院解散の結果は
, それが土

釋有や農業率命に与えた一定の影響を認めっっも，かって考えられていたようなカタストロフィ 

ックなものではなく，よりマイルドなものだった，とする見解が支配的であるといってよv、。

しうした研究成果をふまえて，以下でわれわれは北束部ニ州における解散修道院の土地^ ^ こっ 

いて考察すれ北東部はニっの点で興味をひぐ。第二に, 後に蝕れる通り,この地方はィングラン 

ドの孤立した後麵域であったがため，第ニに,この地方の土地譲与は大量の石炭鉱石のそれふも 

内包するものであったがため。第二点にっいては麵で詳論するどして，第一点より，さしあたり 

北東部をとりあげることの意義を次の点に求めたい。政 治 権 力 に よ る 夕 の イ ン パ ク ト （修道 

院解散）は単独で， 特定地域社会内命の経済社会,特に土所有の構成をどの程度変えるだろうか 

しれか比較的純粋に観察しうるのは，他の経済的要因に攪乱されることの少ない兩命而^1停滞した 

地域であろう。北東部はこの意味では最適の例といえる。

n の （- ）では解散前の北東部の政治的経済_ 景を, （ニ）では解散とそれを巡る動きを，冚

で は 解 散 随 隨 の 処 分 機 を 論 じ ，IVでわれわれの結論を酸しっっその職史上での位置づけ 

を誠みたい„ - ,

イングラシド北東部解散修道院の+ 地飢公

注 ( = Woodward, op. cit, p. 131, Dickens, A.G., Thomas Cromwell and the English Reformation, London, 1959, p. 182. 
(12) Habakkuk, op. cit. p. 380, Youings, Particular, pp. xxv-xxix.

(1! ! 1 ^ ouings, ’Church，’は新しい研究をふまえた現段階の水準を示す労作だが, とれも右の4 点を大妨にぉいて，支持し 

が : ご ^ の̂ り 解 は 完 全 な 細 権 を 得 て い る わ け で は な い 。例えば Hod_ の研究は，修道院解散 
ゾ ぶ ” 坦をきさせた」（op. cit. p. 95. 小松， 前掲書ょり引用） としてある面では伝統的見解を引継 

ご、= し; Wes R ldingに関するSm ithの最新の研究も，大胆な結論は控えているが,必ずしも新見解に都合のよ 
い結論はかりではない。その結論の一部を紹介しておこう。

' (注 )
1. は宮廷などで政治的に想ま 
れた立場にあるため職入しえ 

た者，殆 ど 難 。

2 . 修道院反対運動や，王室増 

加庁と関係のあった沓
3. ロンドン，地方商人

4 . 政治的にゥ3：— トの小さい
シェントリ一

Smith, op. cit. pp. 240-53. より作成

^ さとS たシジェントリーでドなく，魅と商人層の進出ぶりに注目されたい。M L , 地方史にとって-颜 な の は ，特 
定の地域に土国の— を見出そうとすることよりむしんそめ地域社会のおかれた政治的経済的セッティングのもy で， 

右の新鬼解のもつ意味を吟味してみることだろう。

( 1 4 ) この地方の細院解散に例する研究は前記Hay, op. c it .の他，Trev6r-Eoper, H.R., ‘The iBishopric of Durham aM  

ごe Capitalist Reformation/ Durham Univ. Jl.vol. 38.(1945-6), pp. 45-58; Gi•画 lade, S.L., ‘The Last Monks 6f 
Durham Cathedral Priory/ Durham Univ. Jl, vol. 41,(1948-49) pp. 107-13.を挙げうるが;‘ 分k：ついてはデ、ど 

分析されていない。尚, この地方に関する社会経済史的研究書は，我国では森本跑氏の中世ダラムに阅する楮カ的研ぶを 

例外として殆どないし， イギリス本国でさえ見るべきもめは極めて乏し（、± うに葸われる。徒って本稿の特土n — (― ) 
は厂.断片的記述を集めたごく不完全なスケ■ツチでしかない。

■ 購入者数 購入額(年価値） 一人当り平均領

1 - 政治的被談与者 7 £ 805 (45%) £ 115
2 . 行 政 的 " 4 £ 196 (11%) £ 49 .
3 - 商人，金融業者 5 £ 603 (33%) £ 120
4 . 既存の地主 10 £ 151 ( 8 % ) £ 15
o . ヨ一マン 3 £ 49 ( 3%) £ 16

29(名） £1,804(100%), 一
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イングランド北東部解散修道院の土地処‘分

II

:パ（― ） . . . .

河川や山系に阻まれた遠隔地，という自然の要害に加えて，北部には中央政府の支配を受け，ぬ政 

治的伝統が根強く息づいていた。オナー，バロ ニ一，さらには聖域sanctuaryなどと呼ばれる特権 

地は，一部は王領地となり，あるいはその特権を次第に削減されていったが, 16世|己を迎えても尚 

北東部には国王令状の直接及ばぬイミ

囪 1 1 6 世紀北東部の修道院と特権地

fU テ ィ を享受する特権地が残つてい節， )。その上，

★ 修道院

r … i
し…j 特樯他

酿 ダチムパラタイン伯領.

猶 ; パーシ“家

7 M 王領地
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注（15) Reid, R.R.( The King’a Council in tho North. London, 1921•(以下  Councilと、略）pp. ?-13: Cam, H,Mif *The 
Decline and Fall pf English Foudalism*, History, yo l.25 (1941) pp. 320-1；猜岡次郞「ィギ丨ノス絶対 3E 制と北部間題 

に决 1するぉぽえがきj 歴史学研究, 第 ？38号 （19册）3 2 - 4 % 尚，ダラム王権州についてはLaps砂 ，G.T‘，The County 

Palatine of Durham* Cambridge. Mass,, 1900 passim, Hexham 特権地については A  History of Northumberland*

■ — * 36 {400) —1— ■
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イ 'ンダラシド北束部解散修道院め土地処分 

王室は北郃に, こうした特権地の成立，存続の原因の一つともなった,対スコットランドの译境防 

衛という課題を抱えてい^ ^  t の対策のため，王室は13世紀以降，辺境守護職を設けたが，実際こ 

れを握ったのは北部p 封建的大貴族であった。特に東部辺境守護職ばかりか, 北部の幾多の官職， 

王領地を独占したノーサンバランP伯 Percy家は，一方で笾境地方の支配の正当性め根拠を主権よ 

りの委任によりつつ，他方でこの主権の浸透を，辺境ばかりかイングランド各地に分赦した大所傾 

からあがる経済力と社会的影響力を背景に拒むことによって，議会や王権そのものさえ偏肘しうる 

実力をふるっていた。「Percy家以外の君主を知らない」住民も，王権ではなく，Percy家に仕え， 

その仕着せを纏うことで立身,昇進の道を求めたのだった。この地はまさに：r封建制め故地，王権 

への抵抗の拠点，失われた大義の自然の避難所」 (Reid, Council, p . 1 ) であり，集権化された家產官 

僚国家樹立を目論む王室にとってブキレスの踵であったといわなければならないふ

これら北東部の自然的政治的孤立性> 特殊性には, その住民の社会生活が照応していた。辺境防 

衛に備えて，16才から60才ま で の壮丁は，要求された時にはい つ で も 騎兵または歩兵として奉仕す 

る義務を負うてい命しかしこれを担当する住民の生活は決して豊かなも の でぼかかった。山岳， 

高原，森林 , 沼沢，ヒ一スにおおわれた荒地が多くを占めるこの地方は，恵まれぬ天候と相俟って，

農耕地に乏しく，農民がたつきとするのは家畜の飼育だった。特にス コ ッ ト ラ ン ド に 近接しだ她域
(22)

では，略奪の危険のため定住耕作さえ覚つ か ぬ 有様で, 犁起すことができるめは戦乱0 — 時的休息 

時の僥倖といって過言でない程だった。定住は大概，分散した孤立農家または細村の形態をとり， 

マナ制度も「イングランドめ何処よりも弱い根しかもたなかった。j 従って農民を結ぶ紐帯や権威
(24)

Issued under the direction of the Northumberland County History Committee. X II vols.‘ Newcastle 1893-1926. (以 

下 N .C .H .と略記する）. I I I ，pp_ 20-56, Tynemouth 特権地については，N.C.H., VIII., pp. 207-21,

注（1 6 )特権地についてはReid, Councilの巻末，修逬院についてはV.C.H. Durham. II. p. 76, Gasquet, P.A., op. cit.卷
末の地園を借用。

(17) Cam, op. cit. p. 221,尚，ヘンリー8世の時代，洱び緊張.した対スコットランド関係については简取にはMaclde, J.D., 
•Henry V III and Scotland’，：Transacti6fts of Royal Historical Society. 4th ser. vo l.29 (1947) pp. 93-114.

(18) 固有の思味での辺境 Marches とは， Marches law の及ぶ範四で，.Cumberland，Westmoreland, Northumberland 

の大部分をおおう地域たか， Durham は含まない。.cf. Reid* R.R., ‘The Ofllce of Warden of the Marches； its Origin 

and Early History/ (Eng. Hist. Rdv., vo l.32,1917) (以下 Office と略）pp. 485-7, Lap8ley, G.T., ‘The Problem of 
the North; A  Study in English Border History/ American Hist. Rev., vol.5,(1900) p. .221:.しかし以下では辺境 .. 
とはこの厳密な意味に於てではなぐ，大体北來部2州を抱すものである。 ノ

( 1 9 )詳しくは篠塚信義C中|li末期イングランドにおける大諸侯権力について」（イギリス中E•史研究会編**イギリス封姐社 

会の研究j 山川出版社，昭和45年） 424 H 参照。

(20), Reid, ’Ofllce,’ pp. 490, 494-6, ditto, Council, pp. 18-21, Lapsley, op. bit, p.450,

(21) Hughes, E , North County Life in the’Eighteenth Century. London 1952, pp. 419-23, Reid, *Omce/ b. 482.
(22) Reid, Council, pp. 1-5. ditto. 'The Rebellion of the Earls. 1569/ Transactions of Koyal Historical Society, 2nd 

ser., vo l.20,1906 pp. 174-5, (J^T •Rebellion'と略）；Kerridge. E,, The Agricultural Revolution. London, 1967. 
pp. 160, 163-4. .

(23) J.S. Brewer, J, Gardiner, and R.H. Brodie, (eds.) Calendar of Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the 

rekn of Henry VIII. 1862-1932. (以下 L & P .と略）X X I(1),. p. 461, Creighton, M” 'Th6 Northumbrian Border/ 
Archaeological Journal, vo l.42. p. 55.
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ゆ，村やマナ領主よりむしろ，クランや家族などの（擬制的）血縁の袢であり，季節に応じて家畜を

追いつつ移動する牧畜transhimianceの慣行は，この農民間の共同感を強化することにもなっ た„
(25)

貧しい農民家計に補助収入を与えたはずの農村工業も，ここでは見るべきものがなかった。この地

方の粗質な羊毛の多くは加工されることなく，ニ,ュ一力スルを通じて大陸に輸出されたし，石炭産

.業は輝に14.5世紀，教会勢力の主導のもとに，鉛，鉄採掘と並んでかなり高い水準に達していたと

はいえ，住民に十分な雇用機会を提供する程ではなかづた。
(26)

それでなくとも也活の保証は乏しいのに加えて，少なくとも高地地域では16世紀半ばにも分割相

続の慣習が存続し，農民保有地の規模を益々縮小させる傾向があった。貧困の庄力の捌ロを生產活
(27)

動に見出せない一部の辺境農民にとって，残された道は略奪と車役勤務だった。騎士，ジヱントリ 

—の息子達もまた，土地経営や商業よりむしろ，軍事勤務に独立への捷径を求めねばならなかづた。 

さらにこれらPercy家に仕える封建家臣団の間丨こ巣くう割拠主義は，彼らの間に絶えず私_ の種を 

播き，北部の混乱に一層の拍車をかけていた。

尤も，こうした比較的よく知られた辺境地方の描写は，西部の高地地域により相応しいものであ 

ろう。両州の沿岸，河川流塽には平地，盆地が拡がっており，相対的に安定した農業が営まれてい 

た。集村，共同耕地，三圃制，マナなど， ミッドランド型の農業組織がここでは見出すことができ 

表 1 はie世紀も後半の，主に低地地域の住民の遺産目録であるが，一部の者は相当規模の財產 

を所持していたことが窺える。穀物の種類も小素から豆類に至るまで豊富だったが，財産の多くを 

占めるのは高地地域と同様，食 肉 . 運搬牽引 • 酪農用の牛 • 豚 • 馬 • 山羊，及び食肉と羊毛用の羊 

若干からなる家畜であった。ニューカスルを初め，主な都市や市場町が散在したのもこの地域であ 

る•>

しかしここもまた辺境の一部であることに変りなかった。経済的チャンスの実現の場たる市場町 

の密度はイングランドの何処よりも希薄であったし，都市にも注目すべき手工業はなかった。ニュ 

一力スルもスコット人侵入の際の避難所としても耍な意味をもっていた。共词耕地はあっても，

注（24) Creighton, op. cit. p. 58., Reid, Council, p. 4., Thirsk, J., 'The Farming Regions of England,' in Ag. Hist. E.W.
pp. 21-2. がこの点については ef. Jolliffe, J.E.A., 'Northumbrian Institution/ Eng. Hist. Rev., vol.41,(1926)passim.

(25) Thirsk. op. cit. p p .15, 22-3, Kerridge. op.cit. pp. 163-5, Lapsley. op. cit. p. 451.
(26) Welford, R. History of Newcastle and Gateshead, London. 1884-7. vo l.1 .passim.石炭については別稿に譲る。

(27) Creighton, op. cit. p. 76., Butlin, R.A., 'Northumberland Field System’ Agricultural Hist. Rev., vo l.12, no.1 
(1964), pp. 116-7, Reid, Council, p. 6.

(28) Reid, Council, pp. 6-7. Sir Thos. Tempestか ら Norfolk伯 へ 「ノ 一サンバラソドは完全に:te秩序状態にある。......

私は司教領の北H::での返留ほど悩まされたことはない• （ここの住圮は）身を守るためなら盗賊® とも結托するだろう… 
…j ‘L&P. X I I ( l )  p. 152,ま た 「… .この地方のジェントルメンは瓦いに助け合わねばならぬが， 彼らの丨丨丨】での嫉妬， 

侮蔑，敵 意はひどいものである j L&P. X V III (l ) ,  pp. 86-7. XI, p. 524. XII(1), p. 155.
(29) Thirsk, op. cit. pp. 25-7, Batlin, op. cit. pp. 99-105.

(30) Raine, J. (ed.), Wills and Inventries from the Registory of Durham, p t .1 .,Publications of Surtees Society, 
vo l.2 ,1835 (以下W & I ‘ と略）より作成。伯しこの衷は修逍院解散後ものであるから，われわれの当而の研究に 

とって都合のよいものではない《

—— 38(402) •~ ~ -
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イングランド北東部解散修道院の土地処分

やせた地味のため永続的な耕作は大概不可能であり，収獲量もミッドランドのそれの三分の一にも 

及ばないのが普通だった。それ故，一度不作〖こ見まわれたり，駐留する軍隊の糧秣が調達されるとな
(32)

ると, 忽ち住民への食料供給は渋滞し，イングラソド南部や大陸から大量の穀物を輸入せねばなら 

なかった。貨幣経済は，この地方の玄関ともいえるタイン河口でさえ十分浸透してはいず，農民は 

修道院解散期にも侬然として貢租の一部を現物で納入していた。表 1 に示された数百ポンドを越え
(34)

る動産を所持する第一級の騎士，ジェントリーは，確認される限り，数世紀も前まで家系の迪れる 

一握りのェリ一トであり，農村住民の圧倒的多数を占めるのは，保有態様が経済的身分と一致する一

表2. 北東部の解散修道院

番号 くMonasteries〉
解 散  

時

修道士 (女） 

数

総 収 入  

£ — s — d
純 収 、入

£ — s — d
訓 嫌 入  

£ — s — d

純世俗収入 

£ — s — d

1 Alnwick —39.12 17 254—13- 8 1 8 9 -1 5 - 0 118— 3 — 2 81—16— 6

2 Blanchland 一39.12 .19 — 40— 9— 0 一 ’ 一

3 Brinkburn —36, 10 87— 2— 6 68—18— 1 50—15—10 44— 7— 9

4 Hexham —37* 10 266-15 - 2 211— 8— 2 152— 5— 147—1 2 -狄

5 Ovingham -3 7 . 5 3 38—11™ 1 — ."T
6 Bamburgh —36. 一 124—15— 7 116-12— 5 16—12— 3 14— 5 - 7

7 Newminster —37, 15 100— 8—11 - . —

8 Tynemouth 一 39. 19 - 397 —10— 5 — —

(9 Durham 一37.12 32 1615—14 一 10 1250— 3 -  5 1119— 9— 0 928—18—7)

10 Finchale —36* 9 146—19— 2 122-15-11 86— 6— 6 78—11 ニ 11

ai Jarrow —36. 2 4 0 - 7 — 8 38—14 ニ 4 20—14— 4 19 — 14— 4

32 Wearmouth —36. 2 2 6 -1 8 - 4 25— 8— 4 8 - 1 3 -  4 7— 13—  4

13 Holy Island —36, 2 8 0 - 5— 0 48—18—11 24 - 2— 0 19— 0 — 3

14 Farn Island —36, 2 12— 7— 8 12— 7— 8 — —
<Nunneries>

15 Holy Stone 一 8 — — . — .一

16 Newcastle - 3 9 . 1 18 — 3 6 -  0—10 一 . :一

17 Lambley 6 5—15— 8 — -

18 Neasham -3 9 . 7 .29— 9— 9 21—1ゲー 7 26~t 9— 9 2 1 -1 7 -  7

19 Tynemouth —39. — — — ： — ' — !

以上の他に、都市に設けられ> 都市内に小規模の土地を所有していた次の如きF r ia r yがあった。 

Berwick(20.Franciscan, 21.Carmelite) Bamburgh(22.Dominican) Hulne near Alnwick(23； Carmelite) 

Newcastle(24.Dominican, 25.Franciscan, 26.Carmelite, 27.Trinitarian, 28.Austin) Hartlepool(29. 

Franciscan)

〔注〕修道院の位置については、第 I 図をみよ。

—は不明。 ノ一サンバランドについてのValor E c c le s .は極めて不完全といわれる。

H ay.op.cit.の数値を採用したが、4,9,18については、 Valor E c c le s .の数値と兴っている。 

ci* Sayine. op. cit. pp, 272.279—8

注（31) Welford., op, cit. vo l-1 ,p. ix, Ancient Petiiioiis Relating to Northumberland, (ed,) Fraser, C.M., Publications 

of the Surtees Society, v6l. 176, Durham & London, 1966- pp. 180, 222.市場町については，Bveritt, A ” 4The Mar­
keting of Agricultural Produce* Ag. Hist. E.W. pp. 468, 496-8.

(32) Kerridge, op. cit, pp* 159-60* ‘
(33) L&R XVIII, p- 656；XIX(1), pp. 55, 93-4, 108, XX. pp. 142-3, 262.

: (34) N.C‘H‘，VIII, pp. 232- 3, Tawncy, Agrarian Problem, p.198, Reid. Council, p. 196.

—— 40(404) —— • '

派茨- ^ 碑で羅̂ m3 頌 r观 ふ 部-

慣習保看農達であった6 彼らは冯境奉仕と結びついたteriant ■ righ tと呼ばれ名比較的有利な保有上 

の権利を享受していたとはい;^，彼らの間での活発な土地市場も'  かの Lilliputian.ぬpitalist .も，.； 

勃興するジ尤ントリーも，稀だった。南部を襲った商業化の波はこめ地方を洗うに至らなかった。 

停滞性を強調し過ぎたり，低地地域と高地地域のコントラストを無視することは許されないとして 

も, 北東部が政治的にも経済的にも辺境，孤立した後進地域だったことは間違いないところである。

こうした社会にあっては，修道院は依然，キリスト教の伝統の正当な代表者であり，「社会生活の 

焦点」でもあった。 2州の修道院の数は多くはなかったし，その規模も/ 2 , 3 の例外を除けば小さ 

なものだった ( , | ) )。けれどもそれらは，パラタイン伯領を統轄するダラA 司教やヨーク大司教の 

威光を後背に，この地方の住民の内面，社会生活に尚深く食込んせいたのである。
(39)

インタラシド北東部解散修道院の土地姐分

かくてヘンリー8世が北部，特に北東部で直面した問題は，次の如きものであった。即ち，残存 

する特権地を廃し，大封建勢力を押え，根強い教会勢力の力を削いで「宗教改革」を断行し，. U )、 

も辺境の防衛を固めて北部の安寧を保つこと，これである。1536年に始まる修道院解散と前後して，

ヘンリー8 世は北部問題解決の手を矢継ぎ早に打った。その直接の目的は異なってはいたが，これ
■ . > . • , .' • • ： . .  - .

らの政策とその結果は，現実には密接な関速をもつものだ0 た。
 ̂ ' . . . ：

注 ( 3 5 ) さ:しあたり Tawney. op: cit. pp. 25，48, 55-6.

(36) Thirsk. op. cit. p . 19. Kerridge, E., Agrarian Problems in the Sixteenth Century and After. London. 1969. pp. 
43-5‘ 注（7 ) もみよ。また，cf. N.C.H., VIII. p. 237. Tawney. op. cit. p. 299.

.(37) Tawney. op. cit. pp. 66,97, 190-1. N.C.H., IX. p. 197, Trevor-Roper, op. cit. pp. .45-6. Sir Win. Heron Epp- 
leton ロードシップの半分をその土地の3 」マンにリースした。 そU て15以年までに彼にこのマナ全部を売却してしまっ 

た。Surtees’ History of Durhamの記述を信頼すれば，「こ れはダラ ム司教管区でチナ、イトが自分の領主からマナと領主 

権を得た最初の例であるj  quoted in Welford. op. cit. vo l.2. p. 55.
(38) Hay, op. cit. pp. 72-3, 88-9 ,より作成" また Greenslade, op. cit‘ も参照。 解散前6 修道院の経済状態の分析に関 

しては, Hay, op. cit. pp. 82-93‘ 森 本癥「修道院解散時におけるダラム司教座聖堂付属修道院の経済状態」名酋屋学院 

大学論集20号 （昭和44年)，に論じられているので参照されたい。

(39) L&P. X, p. 301. Letter relating to the Suppression of the Monasteries, (ed.) Wright, Publications of tho Ca- 
mden Society 1843, pp. 124-5. quoted in Hay, op. cit. p. 80. Knowlea, op. cit. p. 327. Reid, Council,pp,123, 137. 
Hay, op. cit. pp. 77-8. Gasquet, op. cit. pp. 94 -5 .これらは主に内陸山搭地帯にあったHexham修道院に_ する記述だ 

が，慈善の施与患として，顧 H機会の挺供者れして- 宿泊所として，教育機関として，道路の保全を守るものどして，さ 

らに辺境防衛の任も分担するものとしての修道院のIE要な社会的機能を指摘している。修道院がこの地方の土地のどれ位 

の割合を所有していたかは不明だが, 因1,図2から判断して,少なぐとも比較的大きな修道院は，低地地域や盆地にかかるこ 

の地方では肥沃な場所に所領の中心をおt 、てt 、たことは叨らかであり, Hexhamの例がどの®度他の修道院にも妥当する 

かは疑_ の糸地がある。また H a y は，ダラム司教領内の修道院経済の特筑として，聖界収入(大部分は十分の一税）の重袈 

性を举げ（Savineによれば総収入に対する総聖界収入の割合は全国乎均約25 % , 北部平均約40 % ,北览部約53%), 
多数の俗人が雇州されていた事実と併せて, この地方では十分の一税の世俗収入との同」化 （Savineのいう「十分の一 

税め丨让俗化」op. Cit. pp. 111-2)が裕ど進んでいなかった'ことを指摘している。.Hay, op. dt. pp. 87~S•表 2参照o :■但し, 
とのことは，勿論，ilL•俗収入 ,(r土地移動j に関係があるのはこれである） も± た, lionie farm からの収入の比率が高か 

ったととを示唆するものではない。 II帘，注 (11)参。尚北來部と類似した例としてcf, Haigh, op. cit. pp. 59-60.
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タラム，ノーサンバラv ドには，併せて19め修道院，修道女院，10の修道会があった。修道院の 

中，ダラム（司教座付属〉修道院とタインマウスTynemouth修道院を除ぐと，全ては純年収£ 200 

以下と評価される小修道院だったから, 最初の小修道院解散令の対象となっ為 Bamburgh,Brink­

burn などの修道院, 及びダラム修道院の付属修道院等は速かに解散されたが，Hexhamや Newm- 

insterでは，王室は修道士を先頭とする頑強な抵抗に遭遇せねばならなかっ气)。これらの峰起は， 

やがて様々な階層の様々な利害を巻き込んでリンカン'ンヤを中心に北部全域を席巻する，あの恩寵 

の巡礼の魁けをなすものだったのである。 ’

, 北東:部の住民がこの叛乱に参加したことは， r社会生活の焦点」としての修道院を温存しようと 

いう彼らの保守性によっても説明されよ、うが，動機は他にも考え•られる。一つは小修道院解散と同 

年，相次いで成立した特権地の特権削減若しくは廃絶を企図する一連の議会法であ令§) 治安判事， 

巡回裁判官などの任命権，重罪人の刑事裁判権，聖域特権等を剝奪して王に移すこれらの法が，と 

りわけ多くの特権地をもち，その利益を享受してきた北東部住民の，中央政府に対する不信と反抗 

を搔立てたろうことは十分推察される。いま一つはPercy家に対子る王室の態度である。放埒な浪 

費家であった6 代ノ一サンバランド伯Henry P e rcyは，Halton (Nthld)のジェントリ一Carnaby 

家を初めとする寵臣や友人に，贈与や格別有利な‘リースによってその所領を惜し気もなく与えてV、 

た。王室も1531年/力ンバーラソ' ドCockermouthの Percy家領を手に入れた後，小修道院解散の
(43)

前年には， Carnaby家を通じて，相続人なき場合Percy家の全所領を王が相続する，との遺言を 

取付けることに成功した。この王室のPercy家に対する処遇及びこれを進めた宮廷官僚とその共謀
(44)

者に対する反感もまた，北部住民を蜂起に赴かせた要因であった。

注 (40) The Statutes of the Realm, III, pp. 575-8. L&P. X, pp. 515-7.では小修道院の年価馗合計をダラムでは£343-12 

-9, ノ一サンバランドでは£580~4-10(全国の約2% 強） と記されている。表 2 で は Hexhatn修道院の純年収はf 200 

以上とされているが，これはH a yが解敗後のPaper aurveyの数値をより信頼性があるとして採用したからで， Valor 
Ecclesiasticua "t?■は '£122-11-1_ である。（Savme, op. cit. pp. 279-80.)。 Savine も指摘した Valor Ecclca•の過少評価の 

事突はこの一例からも明らかであるが，Tynemouth修道院め場合でも，1526年の所領会計簿に.よると，裁判所収入等を除 

いても緣改入は£732-1-0とされている（N.C.H., VIII. p. 114)の に Valor Eccles.では，純収入 £400にも達してい 

ない。この地方に関するValor Eccles.の数値は他州以上に信憑性が乏しいように思われる。いずれにせよ表2は修道完 

:•収入の極く大雑把な見取図でしかない。..
(41) L&P. XI, pp. 203-4, 269. N.0.H.,III. pp. 50-2. Gasquet, op. cit. p. 194. Knowles, op. cit. pp. 324-6. Woodward, 

op. cit.' p. 86. ,
(42) 27. Hen. VIII. c . 19, 27, Hen. VIII. c. 24, The Statute of the Realm, III, pp. 551, 555-8., Lapsley, County 

Palatine of Durham, pp. 196-7. Reid, Council, pp. 117-8, 129-30.
(43) Bean, The Estate of the Percy Family 1416-1537, London, 1958, pp. 145-6. L&P. VIII, pp. 44&-1.,

N.C.H., X, pp. 117-8, 397.
(44) 27, Hen. VIII. c‘ 38, The Statutes of the Realm, III, pp. 591-5. Bean, op. cit. p. 154. Reid, Council, pp. 119- 

20. 1
(45) L&P. X I I (l ) ,  p.419. Reid, Council, pp. 130-1, 133-4.桁導者 Aakc.曲身， Percy 家の法排顧問だったといわれる。 

ibid., p. 133, note 101.尚，このO rnaby家が解敗修逍院の恩忠にあずかったことについては後述参照。恩寵の巡礼に 

ついては锫阏，前掲得が極めて詳しい。氏はこの迎_ を站本的には「農尻—探」と性格づけながら.も，ノーサンバランド 

の騒接については愤尬に「ジx ントリ反乱の様相が濃厚であったj としてお,られる（387-9頁)。 グラムについては不明な

王権を震憾させる大事件ではあったが，恩寵の巡礼は迅速かつ巧妙に鏡庄されて了った。結局こ

の 叛乱は，：王室の北部問題解決の手掛りを与えたに過ぎなかったのである。：1537年，王室はダ ラ ム

司教を Lord Presidentに北部評議会Council in the Northを苒建したが，その主カメンバーを構

成したのは，恩寵の巡礼の参加者たると否とを問わず，多くは再建前と同一の北部ジヱントリーだ

っす兔) さらに同年’ 6代ノーサンバランド伯は相続人を輯さず死亡したの で ， Percy家の残った所

領は全て遺言に従って王室のものとなった。これによって最大の影響力をもつ北部大貴族の経済的

基盤はひとまず崩壊し，それとともに王室は，Percy家の独占してきた辺境守護職をも奪還するこ

とができを北部評議会を再建し，Percy家を倒した王室が，北部にその政策を断行寸ることは比

較的容易だった。大修道院，修道会の解散に際しても王室は大きな困難に出会うこともなぐ1540年

1月，ニューガスル修道女院を最後に，高額の免除金によって解散を免れていたものや再建されて

い た も 含 め ，北東部の全てめ修道院，修道会は解散され，年収にして推定£3,500以上の所領

が王室のものとなった。と同時に，タインマウス修道院の享受してきた特^ !地も，王のもとに移る

ことによって実質上消滅した。
(49) ，

'修道院解散と前後して採られたー速の政策は, 主室の意志を北部に浸邊させるための体制を固め 

るという意味で, 北部問題解決の重大な数歩女踏出すものだった。修道院解散はこの過程と直接間 

接に結びついていた。 しかしこれをもってチュダー朝の北部統治政策が完結したと断ずるのは性急 

に過ぎるだろう。スコット人侵入の危険がある限り，辺境の防衛問題と混乱は続いた。鍵を握るの 

はこの地方のジヱントリーだった。辺境の防衛を担当するのは彼らであり，この地方の混乱の収拾 

は，事情に明るい彼らの協力なぐして不可能だったからである。他方，分裂を続けてきた彼らを指 

揮する有力者の必要も感じられた。Percy家の血もその影響力も断えたわけではなかった。ヘンリ 

一8 世とその後継者は; 北部，特に辺境2州に , 未だ解決すベき多.くの問題を残していたとぃって
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点が多いにしても，也夾部に関するこの指摘は概ね同意しうる（Cf. L&P. X II (l ) ,  pp. 504-8.)。がごこでも「農民ー睽j 
の可能性がなかったわけではない。例走ば舞台の一つとなったHexhaihの農民は,この特権地の役職を紐占して苛斂誅 

求をffiね る Dacre藤 一 彼出身叛徒の一人となったが- — に 対 し 16世紀初め，数度の反抗を試みている。（N.C.H.,111, 
pp. 46 -7 .)修道士の後に従ったのは彼らだったろう。 しかし人口滅少を伴う囲込みがこの地方で進展するのは漸く17世紀, 
に入ってからの.ことであるから（cf. Durham, III, pp. 238, 259-60, 357. N.O.H., IX, pp. 124-5.)丨出込みが農民

蜂起の原因だったとすることはできない。この他に考えうる袈因は凶作や人巧増力丨丨，1534年の臨時課税賦課などが指摘し 

うるが，.そのタイミングは蛛起の時期とややずれてお.り，いずれの要因も独ではこ■の叛乱の原因とな.りえたとはいえな 

い。尚，恩龍の巡礼についての最近の研究としてはHaigh, op. cit. chap. V, VI. Smith, op. cit. chap. V . などがある 

が，Davies, C.S^L., ‘The Pilgrimage of Grace Reconsidered/ Past and Present, no. 41(1968, Dec.) pp. 54-76. が新し 

い研究を踏まえて新しい展望を与えており示唆に富む。

注（46) Reid, Council, pp. 142-4, 154-5, 158-9. Lapsley, 'Problem of North,’ p. 464.富 岡 「北部問題j 41-2 灵, 同 『農民 

一揆j  456-7 頁。

( 4 7 ) この役職を得たのも地元のジェントリ—であった。L&P. X II (l ),  pp. 1KHL.
(48) L&P. X II (l ),  pp. 143, 354. Hay, op. cit. p. 97. .

(49) N.C.H., VIII, p. 221. Hexham 特権地はヨ一ク大司教との交換によづて（L&P. XX (1), pp. 214-6, 677, X X I(2), 
p. 163.), Tyndaie特権地は一部購入によって（Cal‘ Patent Rolls, Edward V I ⑷ • p. 125.)王領地となった，

— 43(407)
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北東部解散修道院の土地処分の結果を考察することは，以上述べ.てきた経済的政治的背景を念頭 

において初めて可能となるだろう。 ヽ ' 、

in r
i

(一 ） . . .

修道院の土地処分の経過，方法等に関して，この地方が他州と特に異なった扱いを5 けた形龢は 

ない。これらの点に関してはイギリスでも我が国でも詳細な研究が既にあるがら,％ れわれの考察 

は，この2州の旧修道院領が誰の手に移ったか，という点に集中される。だがそれに先立って，会 

干の注意を付しておく心要が毛ろう。

第一に，両州を通じて最大のダラム修道院は，解散後間もなく dean and chapterに改組され，

旧修道院領の大部'分を回復した.ことである。 そのため俗人に対するダL分の対象となったものぼ，

タインマゥス修道院を除けば，純年収 £200以下の修道院だけとなった。 とのことは，旧ダラム修 

道院領を受け貔いだ新しい宗教団体が，解散影響を全く受けることなぐ以前の権褪を享受したこと 

を思味するものてはないか , . 教会地主から俗人地主への土地移動という点からみれば，解散の社会 

的 • 経済的効果を他州に比して矮少化するものであハた。, ； ■ r , ..
第二に，その代りノ一 サンバランドでは,年収おそらく £1,000を越えるPercy家の所領；̂王室

に移ったことは既に指摘した通りである。 これもしばしば旧修道院領と一緒に処分の対象となった。
•. . . ' " ■ . ... • 】：. * , '

怛 し ， こ れ に つ い て は 必 要 な 限 り 言 及 す る に 留 め る 。

第三に，資料に同して。全ての修道院の土地（封地）land in feeの は ，国璽の印影を附した

開封励nf状 Letter Patentによって行なわれ.，開封勅許状記録集Patent R ollsに登記.された。われ

われが利用するのはこの記録集の摘要である。摘要であるため, この資料は，特にヘンリー8 丨11‘時

注 _ 篠塚信義氏は r…“ ，中央, 地方め行政機構の改革は.…..そのつくられた■意図どおりに遝営され続けたことをいささか 

も愆味しなv、。……請 主 義 と は .… 在地贵族から権力を国主に集中してし、くという過程そのものではあるまいか。」と指 

摘しておられる。.（「イギリス絶対主義の発展構造」.岩波講座歴史14巻, . 昭和44年/.175-6,182頁）修道院は' 「贵族j :.では 

ないが，以下ではこの梢摘を念頭に置きながら論を進めたい。

(51) Youings, Term, pp. 23-5. ditto, ,Church,, pp. 341-3. Knowles, op. cit. p. 394., Smith, op. cit. pp. 230-1., etc,
(52) L&P. XVI, pp. 420-1, 712. V.C.H. Durham, II, pp. 32-3, III, p. 28. Knowles, op. cit, pp. 389-90., Cal. Patent

Rolls. Philip & Mary ⑶ ，p. .123. パ.’：

( 5 3 )解散前の王室の調丧で評伽された額。. • : , ：

( 5 4 )へ ’ノリ一8 世末年，エドワード6世の時代には'さらに宗教ギルド，ネは越.も解敗された。（37, Hen. VIII, c. 4 ,lEd. 

V I，c . 1 4 .)がこれについてはあまりに不明な点が多いので，極めて® 要と愆われるもの（例えば，St, Giles Hospital,r, 
ュ一カスル周辺の礼揮觉等）を除V、て, 考察の対象からはずすことにした。

(55) Bean, op. cit. pp. 45-6 et passim. > : ’
(56) Youings. Particular, p. xxxvii, Smith, p. 230.

(5?) Calendar of Patent Rolls. Edward VI, 5 V'ols. Philip and Mary 4 vola. (以下 C.P.R, Ed. VI, C.P.R* P&M. '.と

略) ，ヘンリー8 世時代は，L&P‘ X I IK X X I.必翅な版り，エリザベスの時代のもの（以 下 C.P.R，Eli55,)も参照した，

—■ 44 (408̂  •— —
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代のものは’売却価格設定の基礎となった個々の土地の年価格を記載していないし，全譲波地の年 

_ 総額も売却総額も載っていないことがあり，極めて重大な制約をもっている。 また原取得者 

ongmal granteeがしばしば再譲渡したため， これによって実際の修道院領獲得者を確認すること 

は無駄な努力だ，とまで断じられた資料ではある& この事実自体，尚検証に値いするし，他の資

料で補う限りこの記録がわれわれの棚しうる唯一の，最も正確な資料であることは疑いない時

代は•一応メアリ治世末年までとしておく。
， (60)

(ニ）

解散前，この地方の修道院も，その保有地の大半を俗人に貸付けており，さらに解散を予知した修 

道士は早急、の現金収入を得るため,または有力ジェン卜リ- の歓心を力^ ため，有利なリ-スに出 

しfej5 王至は解政時より一年以上前に設定されたリースにつ^、てはこれを尊重したが，解散時に占 

有者のいない土地についても，自らこれを管理したり，売 却 . 赠与によって処分す(る〗前に，多くを 

21年のリースに出した。既に他者に対して.リースの設定されている土地の購入者は， リースの満了

注 ( 5L , た巧却された土地がどれ位 _ に達したかという点について正確な数字を得ることは到底できないし，年 圆 と  
J を』る巧味深い論点を十分実証することも不可能でぁる。し か し 売 却 （または下賜）地の年価値の近似値は， 

ニ11' 8丨! ng lcanum> ( ed-) Dugdale, VV. (reed. Caley, J‘，Ellis, H. and Bandinel,B.; 6 vols. in 8. London,—如 7

* ,^T Ugdale として引爪）に一部転載されている Valor Ecclesiasticus, Paper Survey, Ministers* Account (これ 

W て, t ! !  は ぬ 麵 0P. Cit. 卯 .32—如 などから知ることができる場合もある。また27 Hen. V III, c. 8. §

r 譲与地年価値の1バ。のレントを支姑ねばならなかったから， レントが記載されていればこれ

F  i 1 S T t  ^  ^ ^  L も 可 能 で あ ろ う 。 ( c f - S a v i n e ,  ° P -  c i t - 卯 - 7 2 - 3 . ) と は い え わ れ わ れ の 意 図 に  

^  时 伽 宮 福 （ニ ， 三 例 は _ 她 に 転 載 さ れ て い る が ） を 参 看 し 走 な か っ た 以 下 !
の 研 究 は ， 試 論 の 域 を 出 る も の で な い .こ と を 予 め 断 っ て お か ね ば な ら な v 、。

小松，前掲書330頁。Habakkuk* 0p. cit. 卯 . 377—8. F isherによって紹介されて有名なSaVin e の研究もこの 

= 料に依っているといわれるが，最近でも，Rowse, H a ighらが主にこれに依拠している。 Liliegren, od. cit■は同じ资 

こ の ugdaleからの孫引きである，転売の事実をフ ォ 口 - できぬという点でPatent Rollsの資料批判が行k れるなら 

最高の資料と目されるParticular for g ra n tもまた，同じ批判を免れないだろう。 original granteeの 織 渡 は ，譲^  

ニ イ セ ン ( これもPatent R°11Sに記載されている）によって知りうる場合もあるから，Patent Rollsは，i聰の土地 
= 者に関して，^ えば殆ど購入麵人しか記されてい な い 内乱期の示 談 委 員 会 記録など と 較べれば，遙か に 盟かな情報

_ 時 代 を こ こ で 興 切 ら ね ば な ら ぬ 理 由 は , 治 世 の 末 年 ま で 迪 れ る と い う 資 料 上 の 便 宜 の 他 ， 何 も な い 。 し か し 以 下 で け  

必 悪 な 限 り ， エ リ ザ ベ ス の 時 代 に も 言 及 す る 6

(61) 例えば Neaslmm, N ewminster や Hexham 修道院の敷地周辺の直営地が， Terrae Dominicales in manibus abbatis 

.•.••とntiされ〒、ることから明らかなように，近边の直営.地は解散抱前にもhomefam..として修逍士由身が経货】~r\十 

Dijgdale, JV, pp. 548-9. V, p. 402. The Priory of Hexham, (ed，) ，Raine, J.,vol.2, Publications of Surtees Society • 
vol.46,1864, p：157.,N.C.H., VI, p. 325.

し か し d u g d a l e に 転 ぞ さ れ た 資 料 を 参 見 す る と , こ う し た 極 く 一 部 （例 え ば N e a s h a m 修 道 女 院 の d e m e s n e  i n  h a n d

か ら の 年 収 は ， 総 世 俗 収 入 の 約 1 / 1 3 , 同 じ く I ' i e w m i n s t e r 修 进 院 の 場 合 は 約 1 / 1 5 ) の 中 核 的 所 領 を 除 け ば , 殆 ど f i r m «

r e d d i t u s ， 即 ち リ - ス 賃 货 料 ，フ リ - ホ ル ド ，コ ピ - ホ ル ド の 固 定 レ ン ト ふ ら の 収 人 が 記 録 さ れ て い る 。 両 表 の 比 率 を 全 ^

逍 院 に わ た っ て 検 討 し う る 包 拙 的 詳 細 な 資 料 は 利 ; 丨〗で き な か っ た 。 C f .  S a v i n e ,  o p .  c i t .  p p .  1 4 1 - 9 ,  1 5 7 . Y o u i n g s , ' C h u r c h  * 

p .  3 3 0 . .

( 6 2 )  N . C . H . ,  V I I I ,  p .  1 1 0 . Y o u i n g s ,  ' C h u r c h , f p p .  3 2 6 - 9 .

( 6 3 )  T h e  S t a t u t e s  o f  t h e  R e a l m ,  I I I ,  p .  7 3 6 . Y o u i n g s ,  ' C h u r c h /  p p .  3 3 2 - 3 .



イングランド北束部解散修道院の土地処分 

図2 北東部修道院解散関係地図

^ ( 410 )

或次#:泣切ん?枚..U啟Kは4 く;'リリで お菸學を唸な

イングランド北東部解散修道麁の土地処分

因 2 の 見 方 （内容の説明ば本女II章，及び表3を参照）

1〜1 8の游号は，表 1の逍産m録の番号 .
 低 地 lowland:と高地■ highlandの大まかな境界線

■ .都市及び市場町 ，

旧修道院領（但し，教会に復傾fしたもの，地名の確認できないものを除いた中で，特にifigsと思われるもののみか-?己1 /■-) 
x ……一度も論与されなかったもの ノ s

I 談与された後，王室に街掃したもの .
A  ニ州外の住人（ロンドン商人，廷臣等）の狻得地

V  John Dudleyの獲得地 

〇 地方ジェントリーの猹得地（— ）

□  ニ土“カスル商人の獲得地

O ヨーマシの獲得地 '

(例） ◎ 原取得渚がニ立一力スル痛人で，後に地方ジェントリーに転売されたことを示す •
O - …まとまった形でリースされた旧修道院領とその借受人 , >' ;
• -— ジェント.リーの1塔住地 .

但 し 1 ) 修道院解散と何らかの関係のある家族のみ2 ) 同じ家族の成員はニ州の各地に分散しているが，図 

に示したのは，本家の本屋敕と推宠されるもののみである„ ダラムについては，修道院獲得者が少かく，木明か 

点も多いので，大部分省略したが,ノ 一サンバラソドについては, 21要なジェントリーは大部分記載されている 

チユダ一朝ノーサンバランド州長官は，ニ，三の例外を除いてこれら家族から選出された。 (cf> HeraldicVisis- 
tation in 1530, Surtees Society, vo l.41,pp. 26-41, etc.)
資料については，本文注をみよ。

するまで購入地の自由な処分を妨げられた。他方,リ一ス受入は一時に多額の職入費を要しながっ 

冬し，期限滿 r 後しれを更新することも可能たったから，土地から早期の利益を期待するものにと 

っては，購入よりもリースの方が割のよい土地獲得方法でありえた。従ってこの王室リースの獲得

者に関しても言及しておかねばならない。
' , ■ ■ . .

修道院の土地に野心を抱く者は，解散前から王の側近を動かして，解散された場合の優先取得権

を要谕していg )。 が，大概彼らが要求を賞いたのは，土 地 「所有権」ではなく，リースを得ること

によってであっ! ^  2州の19の修道院，修道女院の敷地，直営地（即ち，所領の最も重要部分）の中，

確認される限り11例 が 1542年までに王室リースによって貸出されており， 丨ノ •-スが設定される前

に売却された例は2 件確認しうるのみである。これに，敷地，直営地以外の重要と思われる所領の

* \ .. —   —  -
注 (64) cf. Youings, ‘Term,，p. 25. ditto, 'Church,，卯 . 345-8. Smith, op. cit. p. 227, Thomson, G.S., 'Woburn Abbey 

and the Dissolution of the Monasteries/ Transactions of Royal Historical Society, 4th ser. vol.16,1933, pp. 30,142,
(65) L&P. X, p. 154, XII(2), p. 206, X IV (l ) ,  pp. 133, 172, XV, p. 449, X X I(l),  p. 404., Hay, op. cit/pp. 98-9.
(66) e.g. L&P. XVI, p_ 720. Hay, op. cit. pp. 98-9.

(67) L&P. X IY  (1), p. 609, XVI, pp. 720, 722, 725-28, XVII, p. 696, XV III (1), p. 696, XXI(2 ), p. 438. C. P. R. 
P&M* ⑷ ，pp, 26-7.

( 6 8 )但し彼らの中の何人かは， リ一X期跟滿了前にこれを地元の住人に雜渡したり，又貸しした6 eg. N.C.H., IX, pp. 
225-6” Chartularium Abbathiae de Novo Monasteris Ordinis Cistorciensis, (ed.) Raine, J.( Publications of Surtees 
Society, V o l.66,1876, pp. 309-16. -

( 6 9 )彼 は Dacre卿のいとこで，ダラムの名門ジェントU —の一員だった。l& P. xi> p. 524” The Her^]dic y isitation of

the North of England, made in 1530, by Thomas Tonge. (ed.) Longstaffe, W.H.D., Publications of Surtees Society 
vo l.41,1863, pp. 36-8. .

(70) L&P. X II (l ),  p. 6, Reid, Council, p. 140.
(71) N.C.H., VIII, p. 159.

—— 47(411) 一一-

. f:



(三）

もしリースによる借受人がその土地のフリ一ホルドをも手に入れたとすれば，彼がこれを即座iヒ
( . . . . . .  . . : '  ■■ ， . へ -

思い通り処理することを妨げるものぼ何もなかったはずである。 しかしこうした例は決して多くは

ない。先に挙げた15件のリーズの中，廷臣，役人などこの地方と関係のない借受人でそのフリーホ
. ： • ；

ルドをも購入した(または下賜を受けた）例は皆無であるし，地方ジェントリ一の借受人も，半数の4

名がフリニホルドを得たに過ぎない。
(74)

1539年，年価値 £6,000までのj日修道院領を売却する辞令がクロムウエルとリッチに出されるま

注 (72) Sir Thos. Hilton の逍產 0 録；1558 年，W & I， pp. 181-4.

穀 物 各 植 £ 65-6-8 

家 畓 各 極 £ 109-6-4 

M  具 £ 6-0-0
羊 毛 £ 1-6-8

-Hilton に一

家 畜 各 種 £ 22-13^4
穀 物 各 種 £ 8-19-4
家 具 日 用 品 £ 239-11-9 
プレート等

納 屋 に i  4- 0-0

-Flattworth と.Tynemouth.の财産一

家 具 等 £ 15-16-6
その他キー ?
ル，塩釜等

動 ® 額 473夺 7 (記敕もれあり）

彼は借受けた土地の諸々の賦役を貨幣埤代に替えた。N.C.H., VIJI, p. 230. •

( 7 3 )地力人の中には，解散前から保有していた小保有地を改めて王室!）一スによって保有した農民も若干ながら見出せる， 

例えば Wingate の例 L&P. X X I(l),p p : 781-2.
(74) Jno. Forster, Jno. Carr, Jno. Hilton, Thoa. Whitehead.

―~ - 4 8  --------

インダラソド北東部解散修道晓の土地処分 .

リース4 件を加えた15例にっいて，借受人の分類を試みると，廷函，王室増加庁役人（又はそれと何 

らかの関係をもった者） 6名，残りは全て，この地方（北東部〉のジェントリーである。 この地方に居 

住しない廷臣や役人達が借受人となった例は多いとはいえないが，借受地はいずれも修道院領の中 

心をなすIS要な所領であったことを考えれば，後に述べるフリ一ホルドの獲得の場合より彼らの占

める比逭が大耷かつた点は注意せねばならない。彼らがこの地方の修道院領から利益をひき出した
(68)

のは，土地の購入によってよりむしろ， リースによってだったのである。

とはいえ，リースを得た者の多くは，Hilton, Carnaby, Radcliffe, Forsterなど，この地方の有

カ ジ ェ 、ノトリ一であった。彼らの中には，恩寵の巡礼の指 導 者 もいた。ノ一サンバラ ソ ド最大のタイ

ンマウス修道院領を借受けたSir Thomas Hilton of Hilton(D h a m .)の例がそれで、ある。/しかし北部

評議会のメ ン バ ー と 行動を共にして和平交渉にの ぞ ん だ 彼は，叛乱の積極的支持者ではなかっg )。

故が以前から飲していたこの所領のリ” スを得たのは，叛乱を指導した北部ジェントリ一に対する，

主塗 の 懐柔策にっ け 込んだからだろう。Hiltonは 15沾年，タ イ ン マ ウ ス 城の指揮官に任じられてい

る。彼の遺産目録に残された多数の家畜，穀物，塩，キールの持分などからなる豊かな財産の一部 
(?1)

. は ， このリ ー ス が もたらしたものに違いない。このま室リース獲得にみられる地方勢力の優越( g ， 

フ リ ー ホ ル ド の 獲得者の場合，一層顕著となる。
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イングランド北東部解散修道院の土地処分

では， Reynald Carnabyが，Hexham修道院の敷地， 建物の下賜を受けた以外， 北東部の修道院
. (?5)

の土地が譲与された例はない。その翌年からメアリ治世末年の1558年までの間に， 2州の修道院が， 

この地方に所有していた所領について，竹件の処分例を開封勅許状より拾い出すことができる。処
(76)

分は，件数からみれば44—5年，52—3 年に集中し,当然ながらメアリの時代には極めて僅かしか 

ない。その中の主なものは表3 ，および図2 に掲げておいたので詳しくはこれを参照されたい。以 

下では要点のみを記しておこう。

47件の処分例を一応身分毎に分類すれば次のようになる。
(77)

表 A
身 分 件 数

*地 方 人 (法人） 17 (36%)

ロ ン ド ン 商 人 1 1 (23%)

t中 央 役 人 7 (i5%)

m  族 8 (17%)

不 明 ，そ の 他 4 ( 9%)

47 (100%)

* 2州に居住する者全て。法人2 は全てニこ 

t 他州に居住する王室増加庁役人をも含む。 

t うち4件 は Jno. Dudleyへの譲与。

カスル市。

，件数のみからいえば，この地方と関係のないロンドン商人や廷臣，貴族への譲与は，この地方の 

住人に対するそれを凌いでいる。しかし譲与の規模を考慮に入れないこうした分類は，被譲与者の 

実際の身分上の分布について誤解を招くおそれがある。この地方での譲与の規模はいずれも極く小

注 (75) Percy家の家臣として■ 耍なポストや所領を着々と篡奪していったCarnaby家のSir Reynoldは, 解散車前の1536 

年には Hexhamshireの総管理人になっていた。（L&P. X, p. 30, N.C.H., III, p. 52 .)王室の Percy家所領獲得の手引 

きをしたCarnaby家は恩寵の巡ネL叛徒の玫擊目標の一つになったが, 鎮庄後，Hexham修道院の敷地®物などの赠与を 

受 け （L&P. XIII(2), p. 409. N.C.H., III, p. 52 .)その土地管理を託された。（L&P. X V III (l),  p. 495, XVIII(2 ), p. 
67 .)雄純封土権の譲与の纖は極く小さなもので，名目的な regalityは長く王室にとどまったが，彼はこの所領を突質 

上マナ-主と同じ資格で保有していたといわれる(N.C.H., I，pp. 52-7.)。

彼9 修道院強奪ぶりは凄まじいものだったらしく， Reynald Carnabyに相続人なく家門断絶の危機に陥った時， 迷信 

深い人々の口の端には「修道院の窃盗品を一人占めしたj 罰だとの噂がのぼるほどだったと伝えられている。 （N.C.H., 
III. p. 164)王室の信頼とPercy家への影響力を巧みに操ることによって多くの所領を得た(The Statutes of the Realm, 
III, pp. 612-4, C.P.R. Ed_ V I⑷ ，p. 36.但し， Bean, op. cit. pp. 155-6.もみよ） Carnaby 家は，おそらく Percy 家 

が復命するまで，北览部最有力者の一つであったろう。 彼の所領は後にForster家が吸収してV、くが， この点は後述参 

照。 •
( 7 6 )即ち, イ） 2州外の修道院がこの地方に所有していた土地，ロ） 2 州内の修道院が他州に所有していた土地，のニつ 

を考察から除外することを意味する。イ）に'9 いては十分検时する余裕がなかったが，例えばヨークシャGisborne, Fou­
ntain, Kirkeham修逍院，力ンバ一ランドCarlisle修道院などが若干の所領を所持していたことが知りうる。 しかしこ 

れらはいずれも小麵のもので，北東部2州の修道院領は殆ど2州内の修道院が所有するものであったといって大過ない 

ように思われる口）を除外することは研究の当面の目的にとって大きな障害とはならないだろう。このニつ,及びダラ 

ム修道院を餘いて，ヘンリー8世の時代王室に移った処分可能な北來部の修道院領は，総収入 Gross incomeから判断し 

て，£1,600から £1,800の間位だったと推定しうる， ダラムの教会領は前述の理由によって解敗の影響を受けなかったと 

はいえ，この額は, 例えば Devonshire1州と較べても極めて小さい。だが土地の価値も,ジェットリ一達の有する財産 

領等も相対的に低かったこの地方では，修道院領はその絶対額からみた以上の経済的比f iをもっていたと考えねばならな 

い。cf. Youings, 'Terms/ pp. 19-20. Rowse, op. cit. p. 162. *

( 7 7 )地 方 人 の 中 に は Carr _  く， 中央の役人を勤める渚もレ、たし,ロンドン商人にも宵廷官職を持つ渚が多数あ 

ったから，身分による区別は必ずしも一義的に明確ではない。47件の談与に関係した渚は71名y、るが，これを身分別にみ 

るとロンドン商人17名, 貴族8名 , 地方騎士，ジェントリー8名，中央役人7名，の順となる。がこれは共同購入を無祝 

したものであるから，殆ど無意味な分類だろう。
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さい。これは何よりも, 処分の対象となった修道院の数や規模そのものが小さかったことによるがJ
(78)

理由は他にも考えられる。この点は後に触れよう。

いま，年価値£ 1 以上と推定される譲与について分類すると，下記の通りである。 ，

表 B
、、ヽ 身 分  

譲与

地 方 人
(法人)

ロ ン ド ノ 廷臣，王室 
増加庁役人

貴 族 そ の 他 計

£ 1~£  10 6 2 3 2 2 15

£  11~£ 50 6 3 1 3 — 13

£  51~£ 100 1 — — — — 1

£  101〜 5 $ 1 — 1 2 — 4

計
14 5 5 7 2 33

この表では，地方人対外部者の勢力は，ほぼ拮抗しているということができる。処分の具体例に 

いま少し即して論を進めてみよう。

( « )  ロンドン商人，廷臣，王室増加庁役人，貴族，その他。；表A は，この地方でもロンドン商 

人が修道院領の処分に多数関係していたことを示している。が，表 B を参照すれば，その譲与の半 

数以上が年価値£ 1 にも満たぬ極小規模のものであったことが明らかである。彼らは，多数の他州 

にまたがる大規模な購入の極く一部として，この地方の修道院領を得たのだった。 しかもこの地方 

の土地が比較的大きな購入単位をなしていた場合にも，彼らは短期間の中に譲渡ライセンスを得て

これを再譲渡してしまった。ほぼ同様のことは，Wm. Cavendish, Hen. Sidney, Ralph Sad le rらの中
(81)

央の廷臣，琛人， John Dudley以外の貴族，その他， この地方の住人でない全ての者への譲与に

ついていうことができる。
(82) .

表C は極めて不正確なものではあるが，メアリ末年頃までの譲与地のその後の経過を表わしてい

表 C* 件 数

転 売 10 (21%)

王 室 復 帰 6 (13%)

原取得者保有 16 (34%)

不 明 15 (32%)

計 47 (100%)

複数の卑位の土地からなる譲与を受けた渚は，しばしばこれを分割し 

て転売した。ここでは便宜上，譲与地の中核部分を転売した者は転売 

の，これを保有していた者は原取得者保有の頃に入れた。 ,

注 ( 7 8 )例えば’Youinga, Particular, p. xxv et passim. Smith, op. cit. pp. 241-2.なと♦と比較せよ0

( 7 9 )椎名ffi明氏は, 解敗時の土地移動の際「商人階級は……ロンドンの商人ですらロンドン周辺だけにその活動が限られ 

ていた」 ( 「農梁における産業資本の形成」岩波* 西洋経済史講座II, 228 M ) と断宏されているが， これが， original 
granteeについていわれているのなら，根拠？1#弱といわざるをえない。注 (37)もみよ。

(80) e.g. L&P. X X (1 ) ,pp, 211-2, X X I(1), pp. 578-9, 762-3, C.P.E. Ed. VI(2), pp. 143-7, 196-9,296-8, Ed. V I(3 ), 
pp. 8-18, 282-7, Ed. VI(4), pp- 240-3, Ed. VI(5), pp. 244-7, 262-4, 281-3, C.P.R. P&M.(1), pp. 469-72, P&M.(4), 
pp. 278-81.

(81) e.g. L&P. X IX ⑵ ，pp. 75-6, XX(1), pp. 520-4, C.P.R. P&M(1), pp. 184-6, P&M(2), p. 259.洱_波の例につい

ては後述参照。 ,
<82) o.g, L&P. X IX (1), p. 504, XIX (2 ), p. 69, X X (1), pp. 520-4, 578-9, C.P.R. Ed. V I⑵ ，pp. 265-73, Ed. V I(4 ), 

pp. 283-93, Ed. V I (5), pp. 281-3.
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確認される10件の転売（結婚，死亡など相続による移転含まず）の中， 7 件はロンドソ商人,廷臣ら 

北東部住人以外の原取得者によって行われたものである。これに王室に復帰したWm. Pagetへの 

譲f e (Gmnt(以下G と略) 则〕を加えれば，彼ら他州人に対する譲与の重要部分の殆どを含むこと 

になり，原取得者がメァリ末年まで保有していた例の中には, 彼ら他州人の例を1 件も発見できた 

不明の項には，他州人への譲与が多数含まれているが, これらはJno. Scudamoreらに対する 

( G_ X I V ) .を除いて全てaland, a messuage, a tenement,などと記された小地片であ.り' / 規:■ 

模からすれば譲与地の移動の大勢を左右する程のものではない。要するに，北東部2州以外の被譲 

与者(||，この地方で得た修道院の土地の—— 全セとはいわないまでも—— 大部分を手放してしまっ
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たのである。
(87)

彼ら，殊に Jno. Broxbolme, Jno. Bellow, Thos. Holmes, Thos. Reve など，こめ時期イングラン 

ド全土にわたってしばしば大規模な購入を行ったロソ ドン商人が，結果的には再譲渡することにな 

ったにせよ，当初は投資として目論んでいたのか，初めから投機を目指すものであったか，あるい 

は他者の購入のための代理人として活動したに過ぎぬかは，検討に値する問題だが，資料が十分で 

ない。 しかし例えば次の如き例を挙げることができる。Blanchland修道院め敷地，直営地は，最初, 

王室増加庁役人Wm_ Greenにリースされたが，これを購入したのは彼ではなく，Jno. Bellow, Jno. 

Broxholmeの二人だつた。彼らはこれを, レスター、ンヤ，ヨーク、ンヤ, リン力ソシヤ, グロスタツ 

ャなどに分散する48の旧修道院領とともに購入したが, i 点会には譲渡ライ七ソスを得て, 5 s 金に 

地元のジヱントリ一 Wm. Farewellに で 転 売 U てしまった（G. XII)。 Bellowらが購 

入した時，この土地の年価値は£ 9 -2~11と評価されたと推定されるから，彼らは転売に際して年 

価値の約22倍の仙i格を要求したことになる。‘ B e llowらの購人は当時標準の年価値の20倍で行わ 

れたと思われるから，彼らは転売によって9 % ，年価値の約2倍の利潤を得たはずである。との率 

は，代理人としての活動に対する報酬としては十分大きいが，格別有利な投機と見なしうるほど大 

きなものではない。こg p 実は，譲渡から再譲渡までの期間の短かさ，購入単位がしばしば豊かな

注（83) L&R XX(1), p. 122. ‘

( 8 4 ) しかしなかったとは断言できない。不明のものの中には—— その可能性は少なV'が一 - 彼らが所有し続けたものもあ 

ったかもしれない。後注 (118)参。

(85) L&P. X X (1 ),p , 528, V.C.H,, Durham, 0, p. 110, 彼は Herforda” Staffords.節の ' receiver だった。

(86) 2州以外の地方の被譲与者もほんの少数だが見出せる。 例えぱ与一クッャの修道院領獲得に活躍したWm, Romes- 
den. (L&P. X X I(l),  pp. 356~8.)。が彼がこの地方で得た土地もまた，無視しうる程小さい。cf. Smith, op. cit. p. 32-5.

( f i 7 )供し原取得者ではなかったが，Jno. Cockburnより年価値f  200を越えるダラム近郊St. Gel6s Hospitalの全所領 

の転売をうけたロソドン商人Jno. Heathを見逃してはならない。彼はここに新fcなジェントリ— 'の家門 .を..築 V、た。 

(V.C.H., III, pp. 184-5 )しかし額は大きいが, . こうした例は， これ一件のみである。しかも彼は後にこの一部をニュー 

カスル商人Coleに売却した。 .
(88) L&P. XX (1), pp. 655-7, N.O.H., VI, pp. 324-5.
(89〉 L&P. XX  (1), p. 671, N.C.H., VI, pp. 325-6.
(90) cf. Youings, 'Church,* p. 351, Habakkuk, op. cit. pp. 377̂ 80.
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投機利澗を約束するには余りに小規模のものだった事実と併せて考えれば， B e l l o w ら一部のロソ 

ドン商人は，投機家としてより購入のための代理人として活動したとする見解を支持するものであ 

ろう。尤も，譲与を受けた後3年もこれを保有していたW m . Greshem (G. X I ) や，他州で得た多 

数の修道院領を「抜目なく資本主義的に経営」し， この地方でもA ln w ic k 修道院を得たRalph
(91)

Sadler (G. X I X ) らまで単なる購入代理人であったとするのは非現実的である。 彼らは当初， 投資
(92)

としてこれらの土地を得たかもしれない。しかしいずれにせよ，少なくとも，この地方の外部の者 

の 「投機熱」が，この地方の修道院領にまで及ぶことは殆どなかった，と断定して窣支えない。

前節で触れておいたように，中央から離れた経済的後進地帯の，しかも政情不安なこの地方の瘦せ 

地に，この地方以外の住民が魅力的な利得のチャンスを見出さなかったろうことは十分予想しうる 

ところである。事実もまたこの予想を裏切つていないといってよい。結局，北東部2 州の旧修道院領

は■一 •- H e a t h 家の例（cf. GJOCIII) と今一つの重要な例外を除いて 2 州とは無関係な者を新地主

としてこの地方に迎え入れることなく，この地方の住民のもとに還流十ることになったのであつた。

(/ ? ) John Dudley;今一つの例外とは，ウォリク伯，後のェドワード6世の摂政，ノーサンバラン 

ド公爵John Dudleyである。王室の北部辺境に対する，従ってその地方の修道院領処分に関する微 

妙な立場を読みとることができるのも，彼に対する譲与に於てである。ヘンリー7 世の枢密顧問官 

を父にもつJohn Dudleyは， 有能なる軍人かつ政治家でヘンリ 一 8世•にも寵愛厚き人物だったが, 

以前から北東部2州に繫りをもっていた形跡はない。1550年 3月，彼は，旧ノ一サンバランド伯領
' (93)

(以前Carnaby家の保有していたもの）を中心に，B rin k b u rn ,タインマウス両修道院領の一部,ヨー

タシャの旧ダラム修道院領からなる土地の下賜をェドワード6 世 よ り 受 け た (G. X V II I)。この
(94)

John Dudley，のこの地方での最初の譲与に付された前文は，譲与の理由を次のように述べている。 

「… .••(先王の時代を) 遙かに上回る規模の北部の防衛のための膨大な费用を鑑み， 顧問官とありう 

べき損失を避ける手だてを勘案してみるも，北部の支配が託さるべき由緒も財産もある有力者がい 

ないことほど大きな障害はない。そこで王はウォリク伯Johnを北部の支配につけ……彼をその地 

方の第一人者となるべく要求し… … その地位に相応しい権威と財産を授けることを決して……以下 

の譲与をなすものである。j これらは同年7 月， 王に売却を強いられ南部の土地と交換させられた

注（91) Slavin, op. cit. p. 207. •
( 9 2 )彼はこれを地元のジェントリー（または商冬。後述参照）Sir Franck'Brandlingに転売したが，これが何時行われ 

たかは不明である。Dugdale, V I (2), p, 867.表 Cではこれをメアリ末年までの転売の瑣に入れズおいた。Slavinはこの 

_ 与について一言も费していないが，Sadlerの獲得地はHome Countiesと A vo n地方が中心だらたといわれるから， 

Alnwick修道院領は, Sadlerが獲得した土地の20%しか行わなかった沔_ 被の中に含まれていたことになる， Slavin, 
op- cit pp. 193-201,

(93) Dictionary of National Biography, vol.VI, pp. 109-111, Trevor-Roper, op. c it p. 48 seq.
(94) C.P.R. Ed. Y I(3 )( pp, 370-4.この譲与の翌月， 彼はノ一サンバランド総督governor-辺境総守護職に任命され，

rノ—サンバランド伯が行使してきたようにj この役職を勤むべく £1,000の年給を受けている， CJP.R. Ed, V I (3 )..彼 

への談々-は多くの頁でデヴォンシャに於けるRussdl家へのそれに比較しうる。cf. Miller, H„ 'The Early Tudor Pee­
rage, 1485-1547*, Bulletin of the Institute of the. Historical Research, v o l.24, no. 69,(19^1), pp. 88-90.
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52年 1月には，一度のS襄与によっ.て，以fli丨Hiltonにリースされていたタイン.マゥス修道院の直 

色地を中心とするこの地方の修道院領の極めて重要部分を下賜された（G. XX，XXI)。 もしこの譲 

与が存続していたなら，彼は，少なくとも北東部の旧修道院領の8 分の 1以上を独占する最大の被譲 

与者となっていたろう。 しかし同年11月 ，Johnはこの所領の大部分をも交換によって王に返却し 

てしまっfg/G. XXIV)。 彼はその後の譲与でも若干の北東部修道院領を得てはいるが（a  XXVI), 

最終的にはこの北東部「新」貴族ノ一サンバランド公爵の全所領の中，旧修道院はほんの一部を形 

成するに過ぎないものとなっそして一度は彼に譲与された莫大な北東部修道院領の大部分——  

特に，スコットランド遠征のための英国艦隊の基地として，要塞に改造され高度に軍事的機能を付 

与された旧タイママゥス修道院とその周辺の所領—— は，以後長く王室の手もとに残るごとになづ 

たのである。

主室は一方では，最初の譲与で雄弁に語られているように，Percy家亡き後，それに代って北部

を安定させ，対スコットラソド戦争で指導的役割を演ずる実力者が必要であった。他方，この北部

の実力者が，かつてのPercy家の如く王権を制肘する権勢を握ることはこの上ない危険を孕むもの

だった。John Dudleyに対し，短期間に三度も譲与，返却，交換を強いた事実は，北部辺境に対し

てアンビヴァレントな立場に置かれた王室の逡巡を反映するものだろう。彼への譲与も，それを_

還した後，譲与によって手放すことなく王領地としてとどめておいためも，これを説明するものは，

この地方に対する王室の政治的軍事的配慮に求められねばならない „ -
(100)

(四）

では処分された修道院領が結局還流していった地方人とは一体誰であったか/

( r ) 地方ジヱントリ一その他。；ナイト，立スクワイア， ジ尤ントルマンなど，要するに平民 

の上層地主階級に属する者をジヱントリーと一括して呼ぶならば，彼らへの譲与は最も多く 9 件を 

数えることができる。 （G. Ill, IX, X, XIII, XV, XXII, XXV, XXIX, XXXI) 0 これにロンドン商人 

ら2 州外の原取得者によって譲与地の全てまたは重要部分の再譲渡を受けた例を加えると，計 :12例。

注 (95) C.P.R. Ed. VI(3), pp. 364-6.
(96) C.P.R. Ed. V I⑷ ，pp. 117-9, 185-6.
(97) ibid. pp. 368-70.

(98) C.P.R. Ed. VI (5 )，pp. 174-5. 179-81, Dugdale, IV, pp. 305-7.
(99) N.C.H., VIII, pp. 157, 159.

(100) Habakkukは，特にェドワード6 UL•時代の大資族による交換のffl驳性を抬摘しているから(op. cit. p. 376.), Dudley 

の_ 与交換は，王室からの弥制ではなく , 経済的利益を求めるDudley ^身のイニシァチヴによるものだったとも考え 

うる。しかしそう考えると， 2州で最も経済的価値の高いタインマウス修道院を何故に彼が手放したか，という点を説明 

できないから，この例に限ってわれわれの主張の方が説得的であるように思われる。cf. N.C.H., VIII, p. 158. 後述も参 

照。

(101) L&P. XVIII, p. 237, XX(1), pp. 58, 245, 486, C.P.R. Ed. V I⑷ , pp. 360-1, 385-6, Ed. V I (5), pp. 21-4, 40-1. 
N.C.H., I, pp. 93-4, XII, p. 154.
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° 「中規模所領」を拡大する結果となったはは疑いない。で

即ち，表 B より John Dudleyへの譲与とその他を除いた27件の中，半分近くは王室からの直接譲

与や再譲渡を通じて，この地方のジェントリ一階層の所有地となったことが確認しうる。さらにフ'

リ一ホルドによる譲与の規模は小さいが， Rey. Can labyへの譲与もこれに付け加えてよいだろう。

彼らジヱントリ一の得た土地は規模に於て年価値£ 3 余りから£100を越え/こと思われるものまで

多様であったが，いずれもコンパクトな所領として修道院領の重要部分を構成していたもので，譲

与に際しても単独またはその中心単位として扱われたものであった。被譲与者も譲与地の近辺に居

在するものが多ぐ譲与地の一部を修道院から保有を許されていた者や，譲与に先んじて王室リ一ス

によって保有していた者もいたから，譲与地の性格や価値について知悉していたと考えねばなるま

い。彼らの何人かは解散を遂行するための地方役人に登用され，この地位を利用tして譲与を得たの
(102) .

だった。この辺境地方でもまた—— 否辺境地方であるが故に一層—— 解散の恩恵に最も与ったのは，

解散前から修道院領の借受人であったり，解散時の地方役人を勤め,「チュダ一朝国家に積極的貢

献をなしう' る意欲も能力もある」ジェントリーであり，処分された土地は，貴族でも2州外の住人

でもなく，この地方のジエントリ

は，「チュダ一朝国家に貢献しうるこの地方のジヱソ' トリ一」とはどのような者達であづたろうか。

われわれはただ一例，Forster家の場合だけをとりあげそみよう。

Forster家の初代は1427年の臨時課税台帳に初めて登場してくるノマサンバランドで、は比較的新

しい家族だといわれるが，既にヘンリ一 7 世の時代までに戸主の，Sir Thomasは Adderstone'を所

有し，との地の60人の騎兵の隊長として辺境防衛に参加する有力border family K なっていた。
(1(H)

Sir Thomasはへンリ 一 8世の時代，Berw ickの marshalを勤めていたが，，修道院の土地を購入し

たのは彼ではなくその次男のJohnであった。 Johnが得た最初の譲与は41年，Bamburgh修道院

領のリ一スで，. 4 年後にはこれを買上げているンメアリ治世末年までに得たのはこの1件の譲与の
(105)

みだったが, これによって新しい家門の礎を築いたJohn Forsterは，47年にナイト，49年にはノ

一サンバラソ ド州長官，その後57年のスコッKランド大遠征に際して萸猛果敢な指撺官として注目

を浴びた彼は，61年に北部評議会々員，同じ頃，中部辺境守護取炎に抜播された。ノーフォク公をし

て 「こ う し た 戦 さ に む い た ノ  一サ ン バ ラ ン ド 唯 一 の 男 」 と 言 わ し め た 彼 は ， 69年 の 北 部 貴 族 の 叛 乱

で鎮圧派の旗頭の一人となって王室の信頼を一層固め，Bamburghの Forster家を本家を凌ぐ不動

のものとしたのだったa 彼の修道院領集中が本格化するのはこの時期と前後してである。例えば， 
(106)

Carnaby家の保有するHexham修道院領は三人の娘の嫁資として辺境名門ジヱントリマのOg*le， 

Lawson, Widdringtonの三家に分割所有されていたが，王に復帰した，Widdringtort家のシェアの

注（102) L&P.VIII, pp. 51-2.
(103) cf, Youings, Pafticular, p. xxviii,
(104) II, pp. 221-2.

(105) L&P. XVI, p. 727, XXI, p. 245, N .C.ll, I, pp. 93-4.
(106) N.C.H,* I, pp. 154-6. Reid, Council, p. 494.
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譲与を得たのを足場にSir Johnは次々にこれらを獲得していき，かってのCarnaby家の遗産を 

Alnwickマナとして一括所有するに至った。さらにェリザベスの2 年，ロ ン ド ン商人に譲与された 

Bamburgh修道会の敷地袴厲地も，Widdrington家を通じてForster家領に吸収された。ま た 先  

に John D udleyに譲与されたBrinkburn修道院領は，Johnの私権剝奪後，72年ゥ才リク伯Am­

brose D u d l e y に譲与されていたが， Sir John Forsterはこれも直ちに購入した。 同じ頃, Blan- 

chland修道院餌も，譲与と結婚によって，この家族のものとなった。 かくて1570年代末までr  

ノ一 サ ン バ ラ ン ドの5っの修道院の敷地，直営地などからなる最も重要な部分は，Bamburghの F o r_ 

ster家，一家に所有されることになったのである。

Sir John Forsterは， 確 か に 「家族の junior branchを代表しているという倉味での“新人” . 

(Youings, Particular, p. x x v i i i )であった。 しかしForster家そのものは新興家族とはい夕ないし 

Sir John自身が新しい型のジヱントリ一だったとも必ずしも言えない。 中央政界との繫りは無論 

あったとはいえ，彼は宮廷の官職.を通じて成上った「宮廷ジェントリー」ではなかった。17世紀初 

頭に残された, Sir Johnの遗産目録は，彼もまた多数の家畜の飼育を中心に健全な「所領」経営を 

行うジヱンh リーだったことを窺わせ念わが他方でI 575年，っまり修道院領を集中しっっある時期， 

国境での騎馬の不足を嘆いて送った彼の手紙は,彼のジヱントリ一としての性格を伝えているよう

に思われる。彼はこの中で， 「長い平和のため住民は土地の耕作を手掛け始め， この世が苦難に潞
. - •

ちていた時代のようには喜んで騎馬についたり武器をとったりしないこと」王室ばかりかジ主ント

ルメン，貴 族 も 「gressomレント (entry fine—— 中野）を徴収し， レントを高めるため，貧乏なテナ

ントは昔のように馬や武器を保持できないこと」を指摘して，その命余ふ侖む七1•、る。こごに見出
(112)

すのは；所領の合理的経営に甚礎をおく新しい型のジェントリ一というよりは，好戦的ジヱントリ 

一の末裔というべきだろう。辺境ジェントリーのこの家督相続権のない次男が，独立を約束する修

イングランド北東部解散修道院の+ 地飢分

注（107) N.C.H., III, pp. 56-7.

(108) C.P.R. E lk ( l ) ,  pp. 301-3, N.C.H., III, pp. 141-3.

(J09) C.P.R. Eliz.(5), pp. 69-72, Tho Charturary of Brinkburn Priory, Page, W . (ed.) Publications of Surtees Soc-
iety, vo l.90.1892, pp. xii-xiii.

(110) N.C.H‘，VI, pp. 326. 328.彼はこの他に主リザベスからいくつかのリ一スも受けている。C.P.R. Eliz.(2 )，pp. 48i- 
2, (5). p. 2 9 3 . '

(111) Sir John Forster の遗產H録：1602年，N.C.H., I, pp. 158-9.
-Freers に一 

家 1 ? (牛 )
殻 物  

-Alnwick に一

家 帟 （平,羊） £ 23- 0-0

£ 64- 6-8 

£ 149-19-0

—Styford に一

家畓(牛, 羊） £ 180- 0 - 0 動 産 _ 額 

殻 物  £ 4 2 - 0 - 0  £ 1,009- 5-8
—Spidleston に一

現 金 ，金 £ 550- 0-0 
* Freer とは Bamburgh Friai ,̂ Alnwick とは Almvick マナを指す（中野）

家畓に比して殺物が多いのは，彼が穀物十分の一税の徴収権をも取得していた茁実（注142をみよ） 

.より一部は説明しうる。多額の(现) 金と併せて考えれば,彼はHi営する地主というよりはrentier 
であったとみるのが，妥当であろう„

(112) Croighton, op. cit. pp. 75-6. cf. Reid, 'Rebellion*, p. 180.
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道院の土地を得* さらにこれを追加していくほどの地位に登りえたのは，宮廷での抓官でも，商業 

や土地経営でもなく，辺境防衛を担当してきたこの家族の伝統と彼自身の軍人としての才能による 

■ものたったといってよい。 ,

所領の大部分が修道院領によって形成されたという点では， Forsterは例外に属するだろう。 し 

かし彼について言われたことが他のジ尤ントリ一についても多かれ少かれ妥当することは，例えば 

r中部辺境のジヱントルメンで最も著名なBorde^erj Geo. Fenwickが，Brinkburn修道院の獲得優 

靠権を希望して送った手紙が物語っている。Fenwickは 「この30年間，戦時にも平時にもスコッ 

ト人と盗賊に対処して，勇敢に王に奉仕してきた。その奉仕には流血と散財，油囚の運命が必ず伴 

った……この訴願がかなえば他の（同様な）者の励みともなる……。」こ の 「他の同様な者」 が，あ
(113}

るいは E u reであ.り C a r rであり，Horsley，Collingwood, W iddrington等々であったのである .。.
(114)

(表3，因2参照）

無論，古い伝統をもつジェントリ一家族の土地の一部は，農村のより下層身分の者の所有に転じ

た。例えば， John C a r rが譲与を受けたHorton Grange (G, X V )に は R e y という家族に属する

三人のテナントがおり，これが C a rrへの譲与に先んじてこの g ra n g eの四分の一のリースを受け

ていた。そして1571年頃，R e y家 は C a r r家からこのg ra n g e全 て を 購 入 し て しまんた。 Rey
(115)

家の Thomas-----彼はこの時点で王室衣裳掛りヨーマンとされている -は58年， タインマウス修

道院領の一部をぶ105-7-0のレントで借受けているから，解散修道院はこのヨーマン家族の上昇に(H6)
大きなチヤンスを与えたに違いない。さらにヨーマンが王室より直接譲与を得た例さえ見出すとと 

ができる（G. XXVII)。 しかしこうした例をこれ以上举げることはできない。
(出 ） • • (118)

北東部の修道院解散は，農村内部からの新しい勢力の抬頭のための大きな原動力となったとはい 

えないし，王室より与えられた外部からの経済的チャンス（潜在的土地市場)に北東部農村が瘅カ的 

に対応しえなかったことは，一節で述べたこの地方の停滞性を想起すれば容易に理解しうるところ 

である。結局，修道院の土地の被譲与者たる資格をもつ邊村の勢力は，古いジェントリ一家族の成

イソグランド北東部解散修道院の土地処分

注（113) L&P. X X I ( l)，p. 404• 彼はこの所領を21年のリースによって得た。

(1 1 4 )彼らは大概，辺境守趦職や州提宫職などを通じ，地六に扼点をおいて王室とつながる旧家のメンバ一だった。例え 

ば， Wm. Eure, Jno. Widdringtonのニ人の辺掠守護代理を靖feすべく任じられfc北部ジェントリ一には， Jno. Carr, 
Rey. Carnaby. Robt. Collingwood, Jno. Horseley などの名がみられる。L&P. X II(2), pp. 104-8, Creighton, op. cit. 
pp. 72-5.

(115) L & P .  XX(1), PP. 486, 685, 691，N.C.H., XII, pp. 154-5.
(116) C.P.R. P&M.(4), p. 410, N.C.H., VIII. p. 230.
(117) C.P.R. Ed. VI (5), pp. 150-2.

(118) ロンドン商人らにー掂卿入された土地の一部がヨーマンに波ったことは十分考えられるし， エUザベス朝以降を詳 

しく検討すればヨーマンの土地獲得はさらにV、くつか発兒されるだろう。 （e.g. N.C.H.. X, pp. 196-8. ) しかし時代を内 

亂期まで仲してみたとしても， ジx ントリ一への道を涔った地方人の半分はヨーマン農栗家だった（Cliffe, J.T., The 

Yorkshire Gentry from Iieformation to the Civil War. London, 1969, p ,1 9 .)というが如きijf炎は，この地方では見出 

せまV、

—— 56(420)
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負 以外にはなかっ 忘 「新し^ 、」勢力があ るとすれば，農村ではなく， 都市ニ ュ ー カスルに求めね 

ばならない。 ,

( 8 )  ニューカスル商人。 ；メア I)治世末年までに修道院領獲得に活発な動きをみせたニュー力 

スル商人には，Law son家，Brandling家，D e n t家，Anderson家 の 4 家族があり， ；ュ一力スル

市自身も若干の譲与を受けている。いずれもI6世紀に入ってから市政の中枢に登場してぐる商人と.
(120)

しては新興の家族といえるが，その土地獲得の仕方は一様でない。

ダラムのジェントリ一出身のJames Lawsonは， ジェソトリー家族によくみられるように， そ 

の妹が治ーク、ンャとの州境にあるNeasham修道女院の院長を勤めていた。1540年，彼が， Carnaby
(121) ノ

を除けば北東部で誰よりも皁く，この修道院の直営地，付属地を得ることができたのは，明らかに

このコネグションがあったからである（G. I I )。彼はこれを基礎に付近のマナをも買い集め， ここに(122)
Neashamの Lawson家を築いた。 James Law sonは43年にも旧ノ一サンバランド伯領とHexham 

修道院領からなる年佃 i値 《£19-16- 8 の土地を購入しており，後者は後に付近のジェントリ--FeP-
(124)

w ic k 家に渡ったが ， 前者の少なくとも一部は内乱期に至るまでこれを所有してい た 。 彼は二つの 

譲与を年価値のほぼ20倍の標準価格で得ており，商業で得た富で新しい family branchを起すこと 

を目指した純粋な土地投資とみなさるべき例である。 1

Brandling家のメンバーもいくつかの修道院の土地を得ているが，王室よりの直接譲与によづた 

ものは一つもない。Robt. Brandlingは廷臣， ロンドン商人からの転売によってニュ一カスル修道 

女院の■ニつの所領を得ているが（Cf. G. V I，V I I ) , その中の一つは直ちに再転売してしまった。彼は

注( 1 1 9 )しかし実際に修道院領を得たのは，これらの家族の中，王や廷[5 とのつながり，土地の必要性，家|丨.状態，獲得可 

能な土準と居住地の地BJ1的閱係，等の要件のいくつかが備った一部の者達であったことはいうまでもない。彼らの他にも 

ヨークシャと一部のダラムジェントU—の中には，北部評議会，辺境防衛，恩寵の巡礼や解散時の功擠などによって，'こ 

の地方の修道院領を得る资格を十分もつ者が何人かV、た。彼らの何人かは実際リ“ スによってこれを得たが，.フリ一ホル 

ドは得ていない。この事実は，彼らが辺境地方から利益を引き出そうとしたのは，土地投資からではなぐ役職からあが 

る給金や役得からだった，とい5ことによってある程度説明されるように思われる。,例えば，恩寵の巡礼時のジエントリ 

— 叛徒の一人Robt. Bowesは，北部評議会員の他，中部及び苋部辺境守護，Hexham王領地管理人，Norham域指细官 

などを勤めたが，ちなみにNorham城指即官として彼が得たのは£ 1 63余の年給とNorhamマナのリース，中，束部守. 
護職については併せて£ 1,000の年給だった。L&P. XX(1), p. 218, C.P.R.Ed. V I⑶，pp. 162-3, (5), p. 6, Reid, 

Council, p. 491 .また cf. L&P. XIV■⑴，p. 484, C.P.R., Ed. V I(2 ), pp..l-么
( 1 2 0 )いずれも解散油に市長，シェ-Dフを歴任している。Blair, C.H.H. (ed.) ‘The Carr Manuscript, 1432-1634； A  ca-

taloge of all the maiores and sherifs o f- -N ew ca s tle  upon Tyne ，， Archaeologia Aeliana, v o l .18,1940, pp.15
-36. Welford, op. cit. v o l .2, pp. 524-5.

(121) W&I, pp. 156-8. … , …

(122) L&P, X V I, p. 5 1 .Dugdale, IV , p. 550. にはこの Particular for graiit、が転載さ^tている。

(123) V.C,H.( Durham, I I I，pp. 288-91.

(124) L&P‘ X V I，p. 5L

(125) Welford, R. (ed,) The Records o f the Committees for Compounding with Delinquent Royalist in Durham and 

Northumberland, Publications of Surtees Society, V6l. I l l ,  1905•(以下 G.C.D.N,) pp- 201-2, 265-9. Fenwick 家は解 

散前より，Lawsonから転篼を受けた土地を含むマナめ借受人だったが，内乱時までには全マナを獲得している。Priory 

of Hexham, v o l .2, p. 165, C.C.aN., pp. 182-3.

(126) L&P. X IX (2 )，p, 86., Welford, op. cit. voj* 2, pp. 493-5, vol* 3, p. 166.

-— - B7(42l) ■——

イソグランド北東部解散修道院の土地処分

_
的、:1。



イングラV ド北東部解散修道院の土地処分 

解散前に既にいくつかのマナを地主より購入していたかひを丨土地への渴仰はそれほど大きなもので 

はなかったのだろう。彼の兄弟 S ir J o h n もニ ュ ー カスル市を通じて一所領を得て' 丨為沿‘ X D °。 

この家族は後に， R alph  S a d l e rに譲与されていたA ln w i c k 修道院領も獲得して ’ A l n w i c k とニ 

ュ 一 カスル 近辺の双方に所領を抱えたジ ェ ン トリーになったの で あ ！^ 同じく ニ ュ ー カスル 冒 険 商 

ji WTm. D e n t も，.ロ ン ド ン の .W m . .G re sh a m らか:ら_の 転 売 に よって市内の年 価 値 .余 り の 土 地

を 手 に 入 れ た (cf. G. X I)。

上記三者が，一流とはいえないまでもジヱントリ一家族のメンバーであったと思われるのに対し， 

A n d e rs o n家は全べの新人といってよい。初 代 H en ry  A n d _ n は解散直後， ドメ ニコ派修道会の 

管理人の一人に任じられているが，修道院の土地を獲得していぅたのはその息子B a r t r a m だった。 

前述の Robt, B r a n d lin gより Jesmoitd， Ouston G ra n g eの苒譲渡を受のを皮切りに，50年には， 

W m . Jenison—— 彼もまたニューカスル新興商人であ ■一とともに G o c k e nのマナその他を購 

入し，5 3年には £ 6 7 8 -6- 8 を支払って王室より直接，ニ州にまたがる Brinkburn，N ew m in ster, 

Hexham , A ln w ic k 修道院の g r a n g e ,保有地，共、同地等，及 び F in c h a le修道院領のH a s 'v e l lのマ 

ナの譲与をうけることに成功した(G, X X V I I I )。 < の他，市内の小保有地も若干手に入れている。 

彼の得た土地は大半ニュ一カスル市内または近郊農村 ‘に位置するもめで，年価値にして約ぶ4 ,5 ,っ' 

まりB artram  A n d e rs o nは土地購入のためX 1，000前後の資金を注ぎ込んだことになる。彼はこれ 

らの土地全てを所有し続けたのではない。1566年 , 彼は53年の譲与で得た年価値£ 5 余の一 gran ge  

を，解散前からとれを保有していたジェントリ一に譲渡するライセンスを得てい(1管6)。購入から軚売 

までの13年間，彼は修道院や王室に代って，解聆前と同一の保有者からの地代の取得者としてこの 

土地からあがる利益を享受していたのだろう。 しかし13年という期間は，彼もまた転売を目的とし 

た投機ではなく，投資としてこれらの土地を購A しナこことを示すに十分長さといえ(f3?) 1抑0年の

彼 の 遺 言 状 ， 遺 産 目 録 は , 結 局 一 番 価 値 の 高 い H a s w e l lと O u s t o n の ニ 力 所 だ け を 乙 の 時 期 ま で
'： ' ぺ.，..卜 . . ■  .  — ■

注（127〉 Welford, op. cit. vo l.2, p. 287.

(128) Ibid., p. 267. 1  .
(129) Dugdale, V I (2), p. 867. C.C.D.N., pp. 132-3.  ̂ J(
(130) Welford, op. cit. pp. 239, 258, Blair, op. cit. p. 87, Hay, op. cit. p. 9 9 .しかしこの家族の本屋敷となったのは， 

おそらく前記Lawsonから転売をうけた旧ノャサンバラソド伯領B y k erマナだった。 cf. O.C.D.N., pp. 182-3. 4

(131) L&P. XIII, p.150, Welford, op. cit. vo l;2, pp. 169-70, 407, p. 165.
(132) L&P. XIX(2), p. 420. Welford, op. cit. vo l.2, p. 221.
(133) Welford, f vo l.3, p. 43. cf. C.C.D.N., pp. 255-8.
(134) C.P.R. Ed. V I (3 ) ,  p. 230.後にニューカスル商人 Can•家に移った。 'VVelford, vol. 么 PI). 213-4.

(135) C.P.R. Ed. VI(5 ), pp. 34-5, Lcsburyを除いて全てニ ュ ー カスルから半径15マイル以内に位膛している。マナとし 

てまとまった最も価値の高いHaswell(年価値約S 1 3 )はニューカスルから約15マイル離れているが，ダラム市に近い中

部ダラムの肥沃な低地跺栗地带にあった。

(136) C.P.R. EHz.(3), p. 4X6, Priory of Hexham* vo l.2, p. 164. .

(137) Ander8o nは年価値の約25倍で購入したが• .転売に際してはこれを聰入時の尔価姐の約骀倍で_ 疎している》 (N .C. 
H., Xill, pp. 538-9,)しかしこの50%強の名.丨3的增収は< .I3年丨⑴に可能となった改炎地代と物刨騰货の成果と.みるべきだ

ろう。 . . ' ふ . . ： , . ' リ'
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所有していたことを示しているが，そこに残された多数の家畜，農具は，彼がこれらの土地を自営 

していたことを推測させを命実業の世界から土地逢金に転じた新地主，というパタ一 ンに典型的に 

あてはまるのはこめAnderson家の場合である。

その他に，ニューカスル市自身もい.くつかの譲与を受けた。その一部は市を通じて個人に譲渡さ 

れ，市民の木動産的富を増加させる .ことになった6 (g, IV, XVI, XXX)

メアリ末年までにニューカスル市と市民によって獲得された土地は，件減からすれば,西譲渡を含 

めて10件，と農村ジx ントリ一に次ぐが，全て併せてもおそらく年価値£ 100にも満たぬ小規模なも 

のであっ每あこの間に土地を得たものは新成ら， 市政の頂点に立つ少数者に限られており， また 

「新—j といってもその中の何人かはジヱントリーの子弟であった。 しかしこの地方では勉分の対 

象となづた土地の価値.そのものが小.さなものであったし， ニ.ュ一カスル商人が市壁外で.得た-ヒ地 

(市内の殆どの土地は彼らのものとなった）は，地埋的にも便利な，この地方では最も価値の高い土地だ 

った。さらに，たとえ新興声人がジヱントリ一の出身だったとしても，彼らの土地獲得を可能にし 

たのは商業で蓄積された富であったし，しかもニューカスルはメアリ治世末年以降も，土地を求め 

る Anderson型の商人を次々に生み出していった。Jenison 家，jRiddell家，Tempest家, Liddell 

家，Cole家，等， これらの家族はいずれも，.次の世紀にかけて旧修道院領を所領の重要な一画と 

して，時にはそれを自家の本屋敷として得たニューカスル新興商人である。ひとたび有力市民に成 

i った彼らには，結婚の紳に.よっ _て，古いジヱントリ一家族の所有していた旧修道院領を相続する 

機会もあったことは言うまでもない。相対的に静態的な北東部地主社会に吹き込む新風があった> 

すれば，それはまず都市ニゴーカスルを通じて送られたものだったのである。 .

(五） 

最产に，この地方に関する限り，解散修道院の土地他分は，王室にとって，多くの利益をもたら

_ ぬ，政策の失敗だったといえるだろう力N 残念ながら資料は全ての譲与地の年価値と売却価格に

ついての委細を知らせてくれないが，知りうるもののみについてみれば，大体，売却価格は平均的

地価にほぼ等しい年価値の20倍以上に保持されていたといえる。但し，特に初期の譲与の中ヒは，

注 （138) H aswell Grange に ; 家 畜 126- 8- 0 , 穀 物 £  6- 1-4 , 農 具 £  Ouston に ; 家 畜 £  3 0 4 3 - 0, 穀 物 £  16- 3- 4 ,
農 具 £  3- 19- 2， こ の 他 ニ ュ ー カ ス ル と W hite H a l lに 穀 物 ， 家 畜 あ り 。 W&I. pp. 341- 2. と の 興 味 深 い 家 族 の 商 業 活 動 に  

つ い て は 別 の 機 会 に 論 じ た い 。

(139) . し か し エ ク セ タ ー 商 人 に よ る 修 道 院 領 獲 得 が .あまりみられぬといわれるパ Dev|0ns| ^ e や ， 商 人 の _進出と .い っ て も f 
地 元 め ハ ル ，..ヨ ー ク の 商 人 が 殆 ど 購 入 し て い な い W est R id in g の 場 合 な ど に 照 ら し て み れ ば ン ニ A — 力スル商人のこの  

時 期 の 活 動 は 十 分 注 目 に 値 い す る 。

(140) Tempest は旧  F inchale 修 道 院 領  Stella, L id d e llは 礼 拝 堂 付 属 地 ，Cole は旧  S t‘ Giles H o sp ita l領  Kepier 等々， 

W elford, vols. 2 ,3  p assim .尤 も ， 彼 ら に 獲 得 可 能 な 土 地 は 修 道 院 領 ば か り で な か っ た 。特に姐 *耍 な の は , 1569年 の 叛 乱  

で 私 権 剝 奪 さ れ た ダ ラ ム の N e v i l l e 家 領 で あ る 。 だ が こ れ ら は エ リ ザ ベ ス 朝 以 降 の ニ ュ ー カ ス ル の 歴 史 に 屈 す る 取 柄 で  

あ る か ら ，稿 を 改 め て 検 紂 し よ う 。

U 41) 袈 屮 G‘ II, III, X X V ,  X X V III, X X X I.が そ の 例 ， G. IV, X V I, X V I I ,が 20倍 以 下 で あ る の は ,都 市 内 の 土 地  

が 大 半 を 占 め た か ら だ ろ う 《

-~ ~ • 5 9 ( 4 2 3 ) —— \
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下賜:指しくは極めて低率の額で処分されぢ例もある。例えば，Bamburgh修道院領を£  644-5-10で

購入した前記Forsterの場合が挙げられよう。年価値評価額は不明だが，この譲与は修道院に属す

る殆ど全ての不動産を含むものといわれるから，. Valor Ecclesiasticusなどによればその年価値は

' 100以上だったと思われる。 従って彼がこれを年価値の7 倍にも達しない低額の率で購入したこ
(142) 、

とは確実である。 しかしこうした例を王室の無定見な土地処分の証左とみなしてよいたろ）か。こ 

こでわれわれは今一度，北東部の匱かれた殊に政治的状況を考えねばならない。

成る程，財政収入という観点からすれば，王室はこの地方の解散修道院領のいくつかからは正当 

な利益さえ得られなかったといえるかもしれない。だが王室がこの.地方に期待したのは，豊かな財 

政源よりもむしろ，王国の統一を保証するパワーの配分，辺境の防衛と北部の安寧を維持しうる王権 

泛点由ふ軍事力であったことが想起されねばならない。この点から見れば北東部修道院解散は，特 

権地の廃絶を可能にしぢということだけでも王室に貢献するものであっ左ゐ王室が北部の安全に如 

何に腐心したかは， John D udleyへの譲与をみても明らかである。 これを考察する際われわれは’ 

タイソマウス修道院とその周辺所領が王領地として残ったのも，軍事的重要性をもづ地域の土地の 

所有権を全面的に放棄するより，これを操作可能な箣囲内〖こ掌握しておこうという王室の戦略的配 

慮からであったことも指摘しておいた。この旧修道院所領は以後，タインマウス城碧指揮官の役職 

保持者にリ一スされることになる。その他の王領地として残った土地も，辺境守護職，Berwick指 

揮官 ,Tyndale, Redesdale鎮護職などの役職に対する給与源として，任期間や年限のリ一スに出さ

れた。役職と無関係な土地のリースにあたっても------時にば炭坑リースの場合さ一 ~■王室は，「要

求された時には，騎兵と武器を提供して北部で王室に奉仕すること」との条項を加えるのが普通で 

あった。こうして解散修道院領の多くが長く王領地のままだったが，相対的に狭いチャンネルを通 

じて処分された土地の行き着く先は，ニューカスル商人を除けば，まずこの地方の古いジュントリ 

一のもとだった。そして王室がこの地方で最も望んだものこそ彼らの協力，その忠誠と軍事力たっ 

たのである。たとえ無償の譲与であっても，また鋤保有による譲与であっても，この談与によって

注 ( 1 4 2 )高額に達する10分のー税も大部分含んでいる。 L&P- X X I(l ).  p. 245, Dugdale, VI(1), pp. 103-4, N.C.H” I，pp. 
93 4,171• 王に留保された1/10レントから逆算すると£ 113-4~63/4が売却基準年価値。

(1 4 3 )既にリースによって得ている所領の譲与であったことが，この低率売却と何か関係があるかもしれな^、》 cf‘ G- 

XIII, XV.
(1 4 4 )下賜や低率譲年の場合には当然ながら王への奉仕を代偾として毁求している。

( 1 4 5 )担し特権地の特権が中丨U：の盛期そのままに維持されていたと考えるのは危険であるが。 cf. N .C.H ‘，p. 221.
(1 4 6 )借罗，&は1560^の 7代ノ 一サンパランド伯以後， Lord Russell, Dumbar伯などの大设族だった。 C.P.R. Eliz•⑵， 

p. 11-2, N.C.H., pp. 159-79.この最大の修道院領が処分されたのは漸くチャ—ルス1 世の時代であゥたが， ロソトン商 

人を介してこれを得たのは，ノーサンバランド伯と地元のジェントリ—，ニュ—カスル商人だった。 N.C.H” V ，pp. 282 

-3, 301-2, VIII, pp. 230-40, 263-4, IX, p. 226. .
(147) e 名..C.P.R. Eliz.(l), pp .14, 200-1,465, Eliz. (2), p. 52,153, 251, 325, 530..注 (119〉も参照。.

(148) N.O.H., IX, p. 224.
(149) e.g. C.P.R. P&M, (2), pp. 167, 303, 340, E liz .(l),P - 340-1, 242, Eliz.(2)，p. 619, (5), PP； 230, 236, 293, Ker- 

ridge, Agrarian Problem, pp. 58-9.
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行したわけではなかった。D udleyの失)臓 ，麵 し た Peス 錄 に 麵 を 回 復 し て V

彼らが—— Percy家ではなく一 一 '主室への忠誠と迈境防衛のための実力を固めるなら，土地処分の 

結果は主室に十分裨益するところがあったといわねばならない。勿論，事態は主室の思い通りに進

たし,

チユダ一朝の国教政策は遂に北部に深い根を下すことなく，内乱期に至るまでこの地方は力トリッ 

ク勢力の牙城でさえあった。これらの危険な胚子はI569年，北部貴族の叛乱となって•まず結実する 

ことにf fe f。 しかし北東部解散修道院の土地処分め結果は王室の北部問題解決の意図にそうもので 

あつたし， John Forsterが叛乱鎮压の指導者となった事実に象徴されるように,王室政策の一定の 

成功をすら示すものであったというべきであろう。.

イングラソド北東部解散修道院の土地処分

F

北東部解散修道院の土地処分に閨する以上の考察をい ま 一度整理し，若干の展望をあ た え て おき 

た い 。

われわれはまずこの地方の経済的後進性，停滞性を強調しておいた。ある意味で，.修道院解散の 

直接の影響が最も純粋に（即ち変化のとして  > 観察しうるのは， 成r 解散前より大きな変化の過 

程にある社会よりも，中世の社会構造をできる#けとどめた静態的な北東部のような地方であると 

いってよかろう。 確かにこの地方の修道院の少なくとも一部は， 「社会生活の焦点」としての機能 

を失ってはいなかっすこし，だからこそ解散に際しては修道士に導かれた叛乱さえみられたのであつ 

た。 しかし没収地の処分に関する限り，修道院解散がこの地方の農村社会に与えだ影響は大き力;も

のだったとはいえない。
(153)

>王け5 0 ) 処分の规摸が小さかったのは, 一^̂ には需要者の側とこの地方の経済的事情によるものだろう。 しかし何故特定の 

土地が姐分されなかったか，ということの中には，王室の®•志を読みとるこどが許される。しばしば言及したTynenmtth 

の例以外にも，旧特権地Hexhamの所領はスコットランド及び混乱の続く Tyndale地方と近接していたため，またHoly 

Islandは辺境の北端B erw ickとの繫がりのため, 王領地として留ったに相遠ない。尤もNewminster修道院領の帘要部 

分か処分されなかったのは, . コンパクトな所領としてそれがもつ経済的価値のためであったかもしれぬ。だがいずれに 

よ，処分にあたって王室の意志が反映されていることは否定できない。前注（147)及び阔2参照。

(151) o.g. C.P.R.Ed. V I (4), p. 185, P&M, (4), pp. 179-89.

(152) Reid, ’Rebellion’，passim,

( 1 5 3 )年価値について正確な数字が得られなv 、ので雑な概算に過ぎなレ、が， メアリ末年頃までの西:譲渡を考慮に入れた 

処分状況は次の如く示される。 .

年価値（£ ) { % ) 但し '

~ T  VK.J-------- oca .00 * D u d l e yの諫孕はメアリの時代までに全で王領地に復氟
(? ^  t 卩ンドン商人とは，スコットランド地主より転売をうけ
(2. John Dudley 2b0 ( 2 9 ) ) た Heath 家 1件のみ，

年価値 ( £ ) {% )

1 . 地方ジ本ントリ 280-300 (33)
(2. John Dudley* 250 (29))
3. ロンドン商人1" 200 (23)
4, ニューカスル商人 100 (9 )
5 . 不明，その他 30-50 (6 )

計 860-900 (100)

2.を王領地に加えれば，メアリ末年，約 2/3は王領地として残怊または復帰。前注(76)を参照，

61(425)
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北東部2州の修道院領は小規模であり，しかもタインマゥス修道院領などの重耍所領を含む約三 

分のニの所領は，メアリ末年まで王領地のままであったか，処分後王領地に復帰した。残りのわず 

かな没収地の被譲与者の中には，この地方で、も遠く ロンドン商人や中央廷臣を見出すことができる。 

だが彼らの購入は小規模であり，注目すべき投機の市•実もない。修道院領に拠って他州からこの地 

方の地主社会に新しい人材が供給された例は1件を知りうるのみであり,他州からの修道院領獲得 

者は,確認される限りこの地方の住人に転売してしまった。譲与の数も規模も小さかったが，処分に 

よって潤ったのは誰よりもまず，この地方の既存の上層ジェントリ一の-一部だっニューカスル 

商人による獲得にも無視しえないものがある。 しかし北東部の「新人」地主の供給源としてのニュ 

一 カスルの重要性は一一■時代がくだれば一層—— 強_ されねばならないとはいえ，少なくともメア 

リ末年まで，彼ら，の修道院領猹得がこの地方の土地所有構造を一変させるほど大きなものだったと

はいい難い。
(155)

では何故この地方の土地処分が相対的に小規模であり，この地方の古いジェントリ一が最大の受 

益者であったろうか。一つの理由は単純に経済的なものである。第一に，この地方の土地の経済的 

価値が，あらゆる点からみて外部者の投資（機）を惹きつける魅力がなかったから。 第二にへぶの 

地方では古い農村ェリ一トたる彼ら以外に土地購入を行いうる富と需要をも'^ものがいなかったか 

ら。だが理由はいま一つ—— 多分政治的理由がある。われわれは経済的後進性と並んで，この地方 

の政治的「後進性」， 辺境としての政治的特殊性をも強調しておいた。 修道院解散はこの地方では 

「北部問題」解決策と不可分に結びついており，他地方以上に政治的意味あいの強いものだった。 

そもそもこうした地方で土地を一従ってまた土地「市場」をも一一経済的タームでのみ考えるこ 

とは許されるだろうか。王室にとってこの地方の解散修道院領処分から期待される財政的利益は些 

細なものだったろう。王室が欲したのは，土地の商品価値の実現ではなく，これに随伴した勢力，

より端的にいって，辺境の安全を保証する軍事力だったのではないか。と同時に,辺境防衛を担当 

する’この地方のェリートジヱソトリ一達にとっても，土地はなお私兵調達の源泉とレての奪味をも 

っていたのではなかったか。王室は戦略的に重要なホ地を王領地として残すか，さもなくば，国王 

腹心の大貴族かこの地方の少数有力ジヱソトリ一に，軍市•的忠誠と交換しうる限りで譲与したので

あ癸。北束部修道院領処分の型を決萣した要因の一つはこうした政治的状況であり，われわ#巧や

/ 1

注 (1 5 4 )そして彼らはFu llerの時代までこれをr慎しく守って」いったのである。Fuller, T .，The History of the Wor- 

thies of England, 1662. (ed.) Nuttall, RA,f London 1840. Reprint, 1965. vol ,2，p. 554.

(1 5 5 )本摘では土地所有の分亦状況に考察の力点をおいたため，土地経営や地主農民間係0 変化については简堺に言及し 

たにとどまった。またこの地方の孤立性をやや弥調し過ぎたきらいもある。この地方でも凹込み（多くは協定によるもの 

で本格的には17jlt紀以降に進行) や一時金 . 地代の騰炎がみられた。しかし本文や汗:，表 3 ; 因 2 などに示した次の点は， 

こうした新しい状況の原因を修进院解散に燔厲させることを困難にする。修道院f i獲得-為は• イ）解散前よりその土地の 

借受人だった，ロ）さもなくば獲得地の近隣に倍住していた》ハ）古い家系の成員だったa ニ）一時金や地代_货は旧修 

道院領でより大きかった証拠はない（例えば Forsterの手紙参照)。以上は修道院領狻得渚が農業経営渚としても地主と 

しても解散前のそれと金く興なるタイブの者ではありえなかったととを示唆する2丨塊である。 '
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や不当なまでに政治的背景の描写に紙面をさぃた理由もどこにある。

投機や新人抬頭の例があまりみられぬこと，処分にあたっての王室の態度には十分な訃算が読み 

とれること，解散修道院領は農村の土地所有構造に大変化をもたらさなかったこと，これらはぃず 

れも，Gasquet流の旧説よりむしろ新見解に符号する事実である。では北東部のケースを，新見解 

を支持する典型的な例とみなしてよぃだろうか。無論それはできなぃ。Gasquet流の解釈が攻撃を 

受けたのは，要するに当時の諸変化の原因を全て修道院解散に求めようとしたからであった。この 

解釈には，'解散前の力トリック的中世の静態的調和世界が前提されてぃたとぃってよぃ。 しかし最 

も静態的地方でさえ修道院解散を激変の原因とは必ずしも認めえなI ' とすれば,他の地方にこれを 

期待することはできまぃ。結局，修道院解散の影響は，変化の命南としてではなく，既に進行しつ 

つある変化をどれだけ，どのように促進したか，とぃう点で評脑されねばならなぃ。この点に関し 

てわれわれの研究が示唆するのは次のことである。

ノルマン征服以来最大の土地没収ともいわれる修道院解散ではあるが，それが特定の地域社会に 

与えるインパクトの強さを块定するものは，権力の意図や地理的経済的要因のため外部資本の導入 

が制約されてぃる場合には特に，この経済的チャンスに反応しうる当該社会の流動性，土地市場の 

展開度，貨幣的富の裏付けをもった住民の土地に対する「有効需要」の大きさ等であり，こうした 

前提を欠ぃた社会にとって，大きな潜在的土地市場の存在それ自体は，少なくとも短期には，当該塊 

域社会の構成を変革する要因たりえなぃ。北東部はその好個の例，一つの極限的特或ケースであり， 

この意味では解散の影響をミニマムにしか受けえなかったケースなのである。解散の影響を評価す 

るにあたって肝心なのは，結局評価の蕋準を何処におくかとぃうことである。Gasquet流の旧説を 

攻撃目標として比較的先進地域での解散を評価する限り，その影響を相対的に小さなものとみなす 

ことは容易だろう。しかし解散の影響の大きさを決定するものが，経备的チャンスに戾屯する側， 

特定社会の内部にあるとすれば，この同じ例を北東部の例と比較十る場合にも同じ結論が引き出せ 

るだろうか。孤立的停滞的北東部—— ■ここでも激変の原因とみなしうるほど活発ではなかったにせ

よ商人やヨーマンすらの活動がみられた------と較べれば先進的地方にあっては，修道院領処分は成

に進展しっっある農村社会の変化を促進する相対的により強力な也务要因たりえただろう。 .

主にGasquet流の解釈の批判に向けられた近年の研究は，過度に強調されると，逆方向に一面的 

な解釈,解散の影響を抹殺してしまう危険性をもつように思われる。新研究の提供する各地方の翦例 

は，Gasquet説とともに，ぃわば下限をなす:Iti東部の例とも比較して位置確定されねばならなぃ。 

このことによって初めて，全国的規模での修道院解散の影響につぃてバランスのとれた理解がえら 

れようし，この大量の土地処分に正当な歴史的意義を与えることができる，とわれわれは考える。

注(1 5 6 )経済的政治的哿最の類似した北西部ラン力シャに関する潭近の研究の姑論も，北來部のそれとほぽ同一である。

Haigh, op. cit. pp, 137-42,

(15 7 ).例えばWoodwordは修追院解肷の燃嚮を'no revolutionary changea'と評してぃる。op. cit. p. 132.
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本稿執筆後，次の論文を知った。KeAv，J., ‘The Disposal of Crown Lauds and the Devon Land Market,

1536-58*, Agricultural History Review, v o l.18, pt. 2 (1970), pp. 93-105. 私的土地市場の展開を実証的 

i 白•勺に確認するという正当かつュニークな手続きを経た後K e w が得た結論のうち，さしあたり興味深い 

のは次のニ点である。1 )旧修道院領を中心とする王領地売却は，土地市場全体の半分以下である。このこ 

レ が 「何故短期にあのように多量の修道院の土地を吸収しえたか」を説明する。2)王領地処分は私的土地 

市場成長の刺激となった。私的土地市場について_ 証できなかったわれわれの結論は説得力を欠くとはい 

え，北東部の例によって示したかっ才こことの一つは，（例えばD evonと較べて）私的土地市場展開度の低 

さが, . 政治的等の要因と相まって，王 領地 r吸収-丨の規模と経路に一定の限界を設けたこと，この限界か.. 

翻って，王領地処分の土地市場全体に与える「刺激」の大きさと方向に限界を設けたこと，である。

(大学院経済学研究科博士課程）
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ユ ヨーク農民の日記，1850年

岡 田 泰 男

農民の日記が,農業史の貴重な史料であることはい 

うまでもない。 もちろん， 日記をつけてぃた農民は例 

外的であって， そうした史料から，平均的農民の姿を 

描き出すことは困雛かもしれなぃ。 しかし，農民の日 

常生活を知らせてくれる点で , 日記は，旅行記，新聞 

雑誌記事，農業協会報告書などに比べ， はるかに重要 

である。.私は先に ,....あるニュ 4  •'ヨーク州の農民の約 

20年分の日記を利用して論文を書ぃたが，わが国では 

まだァメリカ農民の日記そのものが紹介されたことは 

ないし , また，私の利用した日記が公刊される見込み 

もないので，以 下 に 1 年 分 （185啤 ) のみを取り上げ * 

訳出してみた。 日記の筆者は当時オスウィゴ郡（0扣略 

g o )に住んでいたフランシス • スクワイア “ ズ (Frdnbis 

W. Squires)であり， 1850年には30歳の農民であった。 

彼および彼の農場につV、ては ,前記の論文を参照され 

たい。:なお , 彼の日記には当然のことながら，天候につ 

V、ての記載があり， 「朝のうち曇， 午後は一時晴れで 

北西の興,夜に入ってから雪がちらつく  j とぃう,類の 

詳細な記入がなされているが，あまりにスぺ，

りすぎるので，

留め金を買う。

'•スをと, (1)
残念ながら天気の記事は割愛した。

を ラ ン サ ム （Ransam)へ運び，

1 月 3 日

木 材 3 台分を，メリアムのため，ボタッシュ (potash) 

製造場へ運ぶ。 あらびき粉を持ち帰 (名。

1 月 4 日

木 材 3 台分をメリアムのため， ポタッシュ製造場へ 

運ぶ。:総 量 は 6 コード .(cord)で，: 1 ri — ドあたりQ -y 

ルである。 また， メリアムのため， 4 台 分 （25んコ一トづ 

を， ア レ ン （A lle n )の所へ運んで帰る。 14シ ^。

1 月 7 日

丸 太 7 本 をゴードン（Gordon)の製材所へ運ぶ。 2 .14

フィート。

1 月 8 日

.ウ イ ラ 一 ド （W illa rd )夫婦と一緒にオスウイコ*ベ行 

く。 りんこ 3 フッシ a iルを持つてゆき， プッシェ.ルお 

た り 3 シル 6 ペンスで売る。 また， じやがいも 2 ブッ
t , (5)

シェルを, フツシプ.ル 3 シル6 ぺンスで売つた。

1 月 9 日

丸 太 5 本を製材所へ運ぶ。 14フィート。

1 月10日 .

乾草 I/2 トンをウィルソ (Wilson) まだ1，100

1 月 2 日

木 材 3 台 分 （load)を メ リ ア ム (Merriam) 1 台分

ポンドをメリアムへ運ぶ。価格はトンあたり 7 ドルc 
( 6 )

木 材 2 台分を運ぶし

注（1) 岡U丨泰劣「一農民の日記より見たるニュー• 白一ク農衆の変遷j  三田学会雑誌j  64巻 8号） 日記の原本は, Squirea， 
Diairy (MSS), Collection of Regional History, Cornell University である。

( 2 ) 木材 1台分とは/ 馬そりに1台分のことである。メリアムは，日記筆名の住んでV、たニュー♦ヘイヴン (New Haven) 

の商人の名。

( 3 ) ボタヅシュは木灰からつくったカリで，ガラX や石けんの製造，染色に利相されると共に，羊毛の洗冷剤として多ぐ 

使われた《

( 4 ) コードは木材の堪位。長さ4 フイ一トの材木が，幅‘ 8 フイ一ト，高さ4:プ.イ一 ト]■こ狱上げられた1山が，. 1 コ一ドで 

ある。ffiさにすれば2 トンから2 トン半になり，馬 2頭でひく馬そりの1台分から2台分にもたる。なお日記の中の货 

幣計錄は，シリシグとドルとが併用されており， 1 シルは以6セントに等しい勘宛になっている。

( 5 ) ウイラードと日記筆表とは兄弟で，共に父の家に住んでV、る• オスウイゴは，彼等の農樹から10マイル枝ど離れたと 

こ6 にある町である。

(6 ) ウイルゾンは商人の名9
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